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第１章　調査の概要

１－１　本件調査の経緯、目的

本件は特定テーマ評価調査として計画された。特定テーマ評価調査は個々の案件評価にとどま

らず、特定セクターや事業形態等のテーマを設定したうえで横断的な視点から複数案件を評価し、

当該セクターに特有な問題点、課題などを整理して、その結果を今後の事業実施の改善や案件形

成の参考とすることを目的としている。

わが国は 1980年代後半から国際社会のなかで環境保全を積極的にアピールしており、ＯＤＡに

おいても環境保全を重視したさまざまな協力を行ってきている。

このうち、中南米においては人口増加と急激な都市化の状況を踏まえ、一般廃棄物処理関連の

協力（無償資金協力による清掃機材の供与、開発調査）が多数の国で行われている（グァテマラ、ボ

リヴィア、エル・サルヴァドル、ドミニカ共和国、ニカラグァ、ホンデュラス、ペルー）。このう

ち多数を占めるのは無償資金協力による機材供与であるが、これらの事例では、①運営主体であ

る自治体に維持管理上（特に財務面）の問題があるケースが多い、②清掃事業においては民間活力

の導入（事業の委託、民営化等）の動きが進んでいる、などが特徴としてみられ、これらに適切に

対応しながら案件を実施することがますます重要となってきている。

このような状況から、中南米における一般廃棄物処理分野の無償資金協力案件を分析・評価し、

類似案件を今後進めるうえで必要な措置、留意点、相手側の体制について確認すべき事項、必須

の前提条件などの教訓、提言を導き出せれば、現在でき得る限りのソフト面の協力を制度上、運

用上で取り入れていこうとする動きのある無償資金協力や、最終的には事業化を目指す開発調査

において非常に有益であると判断される。以上から、今後の同地域における一般廃棄物関連のプ

ロジェクト実施への有効なフィードバックを行うことを目的として、本評価調査を計画した。

１－２　評価調査の内容と対象案件

中南米では、一般廃棄物処理関連ではこれまでに、エル・サルヴァドル、ボリヴィア、ペルー、

グァテマラ、ホンデュラス、ニカラグァ、ドミニカ共和国の７カ国で無償の機材供与が行われて

いる。
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表１－１　中南米における清掃機材無償供与実績の一覧

国 都　　市 機材供与引渡し時期 Ｅ／Ｎ供与額

1. ペルー（１回目） リマ市 1986年３月 8.57億円

2. エル・サルヴァドル（１回目） サン・サルヴァドル首都圏15都市 1988年 5.65億円

3. ボリヴィア ラパス市 1991年３月 5.95億円

4. ペルー（２回目：フォローアップ機材） リマ市 1991年 1.89億円

5. ニカラグァ マナグア市 1993年 4.03億円

6. グァテマラ グァテマラ首都圏 1993年４月 3.09億円

7. ホンデュラス テグシガルパ首都圏 1993年11月 5.35億円

8. ボリヴィア（１期分） サンタクルス、エルアルト 1994年11月 11.34億円

9. ボリヴィア（２期分） ポトシ、タリハ、トリニダ 1994年 6.02億円

10. エル・サルヴァドル（２回目） サン・サルヴァドル首都圏15都市 1996年３月 7.54億円

11. ドミニカ共和国 サント・ドミンゴ市 1996年12月 3.21億円

12. ペルー カヤオ市 1997年２月 7.36億円

合計：７カ国 70.00億円

このうち本評価調査では、現地調査対象案件をドミニカ共和国サント・ドミンゴ市ごみ処理計

画およびホンデュラス首都圏清掃サービス改善計画の２案件とした。これは、機材の引渡し時期

と、ＪＩＣＡ事務所が存在し、在外事務所へも有効なフィードバックが可能であることを勘案し

たものである。

ドミニカ共和国の案件は、引渡し後事後評価を行うに十分な期間が経過していないが、無償資

金協力以前の1988年に同種の単独機材供与が行われていること、基本設計調査が1992年に実施さ

れた後、協力実施の前提として合意された事項が進展しなかったため、いったん機材供与が中断

したという経緯をたどっていることから、有用な教訓が導き出せるのではないかと考えられた。

ただし、個別の案件にとどまらず中南米地域一般において留意すべき事項が抽出できるよう、

ペルー、ボリヴィア、グァテマラ、エル・サルヴァドルの実績も、既存の報告書などを使用して

国内作業により分析を行った。

１－３　評価調査団の構成

今次評価調査団は、以下により構成された。

〈本邦派遣調査団〉

（1）田中研一（国際協力専門員）：団長／総括

本評価調査の団長として現地調査を行い、評価結果の総括を担当する。

（2）井本佐智子（ＪＩＣＡ評価監理室）：評価計画
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評価の企画立案、総合調整を行う。

（3）坂口喜市郎（エックス都市研究所）：一般廃棄物処理

中南米における当該分野の実績をレビューし、その結果を取りまとめるとともに、上記

２案件について、評価５項目に沿って調査を行い、効果発現要因、阻害要因を分析する。

〈ローカルコンサルタント〉

（1）Mari Kunimatsu （ドミニカ共和国：通訳）

（2）Akinori Katsumata （ホンデュラス：通訳）

（3）Magda Jocquelire Mendoza Alvarado（ホンデュラス：ローカルコンサルタント）

（4）Dario R.Calix （ホンデュラス：ローカルコンサルタント）

１－４　現地調査日程

１月24日（土） 東京（12:00、JL006便）→ニューヨーク（10:15）

25日（日） ニューヨーク（10:40、AA735便）→サント・ドミンゴ（15:09）

26日（月） ローカルコンサルタントおよびＪＩＣＡドミニカ共和国事務所福西所員との打合せ

27日（火） ＪＩＣＡ事務所打合せ、在ドミニカ共和国日本大使館表敬、厚生省インタビュー、

大統領府国家企画局表敬

28日（水） サント・ドミンゴ市長表敬、市長技術顧問（廃棄物担当）インタビュー

29日（木） ＮＧＯ（ＰＲＯＮＡＴＵＲＡ）インタビュー、最終処分場、ワークショップ視察

30日（金） 厚生省基礎衛生部インタビュー、市清掃局長インタビュー、収集現場視察、

ＪＩＣＡドミニカ共和国事務所、在ドミニカ共和国日本大使館報告

31日（土） 資料整理、団内打合せ

２月１日（日） サント・ドミンゴ（8:00、AA422便）→マイアミ（11:00、AA953便）→テグシガルパ

（12:36）

２日（月） ＪＩＣＡホンデュラス事務所打合せ、在ホンデュラス日本大使館、国際協力庁表

敬、テグシガルパ市役所表敬、ローカルコンサルタントとの打合せ

３日（火） テグシガルパ市清掃部でのインタビュー、機材修理工場視察

４日（水） 収集現場視察、保健省メトロポリタン地区事務所、汚染物質管理センター

（ＣＥＳＣＣＯ）でのインタビュー

５日（木） 収集現場視察、最終処分場視察、保健省インタビュー

６日（金） 市清掃局、天然資源環境省、米州保健機構、ホンデュラス総合開発研究所

（ＮＧＯ）、スイスコンタクト（ＮＧＯ）インタビュー

７日（土） 資料整理



- 4 -

８日（日） 休日

９日（月） ＪＩＣＡホンデュラス事務所、在ホンデュラス日本大使館報告、ローカルコンサル

タントとの打合せ

10日（火） テグシガルパ（14:05、AA954便）→マイアミ（17:25、AA2190便）→ニューヨーク

（22:08）

11日（水） ニューヨーク（12:10、JL005便）→

12日（木） 東京（16:10）

１－５　主要面談者

（1）ドミニカ共和国

〈ドミニカ側〉

厚生省環境衛生局長 Luis Emilio Felix Roa

　基礎衛生部長 Aridio Santos

大統領府国家企画局

　国際協力部長 Rosa Ng de Eberle

　環境計画部 Enrique Amoros Baez

　ＪＩＣＡ企画調査員 羽田ゆきこ

　技術協力担当 Liamil Herrera

サント・ドミンゴ市長 Rafael A. Suberdi Bonilla

　技術顧問 William Castellanos

　清掃部長 Nelido Contreras Mendez

　修理工場長 Leopoldo Michel

　新処分場所長 Luis Bien Venido Liriano

Fondo Pro Naturaleza（ＰＲＯＮＡＴＵＲＡ）

Rene Ledesma

Oscar Valenzuela

〈日本側〉

在ドミニカ共和国日本大使館

　参事官 並木　芳治

　三等書記官 加藤なおみ

ＪＩＣＡドミニカ共和国事務所

　所長 青山　　豪

´ ´

´
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　次長 西田　義弘

　所員 福西　賢治

（2）ホンデュラス

〈ホンデュラス側〉

国際協力庁長官 Moises Starkman

テグシガルパ市長 Dr. Castellanos

　都市開発局長 Arturo Calona Herrera

　公共サービス部長 Orlando Paniagua Lozano

　公共サービス部清掃課長 Sergio Huete

　公共サービス部清掃課 Leonidas Cervantes

保健省衛生部長 Jose Benjamin Rvera N

Douglas Oscar Manzananez

　メトロポリタン地区事務所 Yadira Teresa Recinos Cordova

天然資源環境省環境次官 Sergio Alejandro Zelaya B

汚染物質管理センター Angel Guillermo Alvarado

米州保健機構ホンデュラス事務所長 Homero Silva Serrano

ホンデュラス総合開発研究所所長 Pedro Guillermo Zelaya

スイスコンタクト（ＮＧＯ） Marcos Maradiaga

〈日本側〉

在ホンデュラス日本大使館

　一等書記官 近藤　　猛

ＪＩＣＡホンデュラス事務所

　所長 林　　和範

　次長 小林　一三

　所員 中村　次春

１－６　評価調査の方法

評価調査は既存文献資料に基づく調査、現地でのカウンターパート機関および上位機関への質

問票によるインタビュー調査、および現況視察によって行った。具体的な調査方法、項目は以下

のとおり。

（1）中南米で実施された無償資金協力による清掃機材供与案件の基本設計調査報告書、その他
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の関連資料を整理し、各案件のプロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）を作成する。

また事後現況調査結果から現況把握を行う。

（2）ドミニカ共和国、ホンデュラスの案件について、作成したＰＤＭをもとに、評価のスコー

プ、視点を設定し、質問票を作成する（資料１参照）。質問票は先方機関に前もって送付し、

ローカルコンサルタントに委託して調査を開始する。

（3）現地調査では、清掃案件実施機関である市役所清掃担当部、保健省、環境省などの上位機

関の公衆衛生担当部、環境ＮＧＯ、国際機関からの聴き取り調査を実施し、当該国の廃棄物

処理政策、行政、案件終了後の運営について確認するとともに、一般廃棄物の収集現場、ご

み最終処分場を視察して、廃棄物処分の現状を把握する。

（4）現地調査で収集した情報、データをもとに、評価５項目（実施の効率性、目標達成度、案件

の効果、案件の妥当性、自立発展性）による個別案件評価を行う。

（5）効果発現要因／効果発現阻害要因を分析するとともに、その他の中南米の案件とともに横

断的評価を行う。

（6）今後の中南米での廃棄物処理分野の案件形成・実施にかかる教訓・提言を抽出する。
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第２章　評価総括

はじめに

環境問題の顕在化とともに環境分野のＯＤＡは、リオで開催された国連環境開発会議

（ＵＮＣＥＤ1992年）を契機に増加しつつある。途上国においても、先進諸国と同じく特に人口の

集中する都市圏においては廃棄物処理は緊急の課題となっており、その処理対策に関する技術協

力への期待が高まっている。このような状況のなかで、今後の環境セクター（廃棄物処理）への技

術協力に役立てるために、今回の特定テーマ評価調査の結果を踏まえて、実現可能な取り組みを

含めて建設的な提言を行いたい。

２－１　中南米への清掃機材無償供与概要

中南米における最初の清掃機材無償供与は 1986年ペルーの首都リマに対して行われた〔交換公

文（Ｅ／Ｎ）締結は 1984年〕。それ以来、７カ国（ペルー、エル・サルヴァドル、ボリヴィア、ニカ

ラグァ、グァテマラ、ホンデュラス、ドミニカ共和国）に対し、12のＥ／Ｎを通じ 70億円相当の

清掃機材を供与した。清掃機材の中身は収集機材（コンパクター、ダンプトラック、コンテナ車、

コンテナ等）および処分機材（ブルドーザー、ホイルローダー等）である。

対象都市は上記７カ国のそれぞれの首都圏、およびその隣接都市である。ごみ問題が大都市に

おいて深刻な環境問題であることを示している。

２－２　現地調査の概要

今回、中南米地域を対象としてドミニカ共和国「サント・ドミンゴ市ごみ処理計画」ならびにホ

ンデュラス「首都圏清掃サービス改善計画」における一般廃棄物処理に関する一般無償資金協力事

業（以下、無償）を事例として、個々の案件の評価だけではなく環境セクターの視点から総合的な

評価を行った。プロジェクトが計画された時点における環境問題や環境行政機構の整備状況など

の社会的背景、無償基本設計調査の実施と協力終了後の経緯ならびに課題について、環境分野の

現地コンサルタントに支援調査を依頼するとともに、現地調査を実施した。環境問題のなかで、廃

棄物処理は途上国の首都圏において特に深刻な問題のひとつとなっており、ドミニカ共和国とホ

ンデュラス双方の首都圏が抱える廃棄物の収集・輸送・処分の問題を解決するため、両国におい

て廃棄物処理の無償が計画実施されたが、その協力内容と進捗の経緯に相違が見られる。
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２－２－１　サント・ドミンゴ市ごみ処理計画

　　　　　　（一般無償による廃棄物最終処分場用の機材など）

（1）現地調査の概要

１週間の調査期間中に厚生省環境衛生局、大統領府国家企画局・環境計画課、サント・ド

ミンゴ市役所（市長・同市廃棄物分野技術顧問・同市清掃局・同市機材輸送局）、環境ＮＧ

Ｏ（自然保護基金）を訪問し本件に関するヒアリングを行うとともに、ドゥケサ廃棄物最終

処分場を視察し、ブルドーザーやダンプトラックなど供与機材の使用状況や処分場の運用

状況の把握を行った。

（2）現地調査の結果

ヒアリングならびに現場視察によって得た結果は、次のとおり。なお、質問票を関係機

関に配布し、回答を得て分析した結果に基づいて評価を行った。

1） 廃棄物行政の現状

a） サント・ドミンゴ市

市の廃棄物担当部門である清掃局は、廃棄物行政の組織体制が確立しておらず、現

在緊急時ならびに一部地域のごみの収集・運搬のみを実施している。1992年に市では

なく当時の大統領府が民間の収集・運搬業者と10年間の直接契約を結んで以来民間委

託が進んでいるが、現政権の大統領府が委託料金の支払いを繰り延べるなど問題が生

じている。現市長の側近である廃棄物担当顧問がドゥケサ最終処分場の設計・施工の

責任者であり、本件無償機材供与にかかわってきた。

b） 厚生省環境衛生局

環境衛生局長以下、全国で約400名の職員が環境衛生分野で業務を行っているが、国

レベルでの廃棄物行政の組織体制は確立しておらず、監督責任を果たすための組織強

化が課題となっている。本省の基礎衛生部が首都圏のごみ収集・輸送・処分の問題解

決のためのプログラムを作成しつつある。ただし、廃棄物の専門家は１名とのこと。

c） 大統領府国家企画局・環境計画課

環境行政の一元化を目指すため、現在世界銀行の支援を得て環境行政組織強化のプ

ロジェクトを進める可能性について交渉を世界銀行と開始しつつある。環境計画課に

は７名配置されているが、今後 15名程度に人員を増やす計画がある。環境基本法案の

審議が国会で実施されているが、環境計画課では内容に問題点があるとの認識により

世界銀行とのプロジェクトを実施して、環境基本法案の練直しを行いたいとしている。
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2） ドゥケサ廃棄物最終処分場

a） 機材の活用状況

到着以来、処分場の建設ならびに既存の投棄場への覆土運搬に機材が使用されてい

るが、３月の開所式以降は本格的に処分用機材として活用される見込みである。

b） 最終処分場の建設・運用状況

調査時点で、各種施設はおおむね建設されており、トラックの重量を計測するト

ラックスケールも４カ月前から稼働している。整備・修理用の工具室内はこれから完

成させるとのこと。最終処分場は縦 880ｍにわたってガス抜きパイプの埋設も終了し

ている。

3） 収集・運搬の概要

a） 民営化の進捗状況

現在民間３社が収集・運搬を実施しており、うち１社は産業廃棄物を専門に扱って

いる。収集率は向上していると考えられるが、民間委託に関する契約については課題

を残している。

（3）課題

1） ドゥケサ廃棄物最終処分場の運営費用の捻出

無償資金協力による機材供与が、衛生埋め立て最終処分場の設置を促す契機となった

と考えられるが、今後毎月 320万ペソの運営費の支出について現地調査の時点で市議会

の承認を得ていないとの情報があったが、現在もこの点が明確ではなく事業の持続的発

展性を考えるうえでの課題となっている。

2） 1999年５月の市長交代後の対応

現市長が1999年５月の市長選挙に出馬しないとしており、新市長が高額の支出を伴う

衛生埋め立て最終処分場の運営に理解を示すことが、事業の継続性の観点から重要と思

われる。

２－２－２　ホンデュラス首都圏清掃サービス改善計画

　　　　　　（一般無償による廃棄物最終処分場用、収集運搬用、維持管理用機材の供与）

（1）現地調査の概要

１週間の調査期間中にテグシガルパ市役所（カステジャーノス市長・同市清掃部）、厚生
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省環境衛生部、天然資源環境省・汚染物質研究制御センターＣＥＳＣＣＯ、大統領府国際

協力技術庁、ＷＨＯ・米州保健機構ならびに環境ＮＧＯ（ホンデュラス総合開発研究所）を

訪問し本件に関するヒアリングを行うとともに、清掃局の車両整備工場、市内の清掃状況・

ごみ収集運搬状況およびテグシガルパ市廃棄物最終処分場を視察し、コンパクター、ダン

プトラック、コンテナ車、ブルドーザー、ホイルローダー、移動修理車・修理用工具、ス

ペアパーツなど供与機材の使用状況や処分場の運用状況の把握を行った。

（2）現地調査の結果

ヒアリングならびに現場視察によって得た結果は、次のとおり。なお、質問票を関係機

関に配布し、回答を得て分析した結果に基づいて、評価を行った。

1） 廃棄物行政の現状　

a） テグシガルパ市

市の廃棄物担当部門である清掃局の事業では、1 9 9 8 年１月末に就任したカステ

ジャーノス市長の前の市政（無償資金協力による機材の到着以降から 1997 年 12 月ま

で）では、ごみ収集の民間委託（清掃局の前責任者の関連会社への民間委託６台：１台

当たりの収集サービスについて年間約 50万レンピラ）、新廃棄物処分場用の土地購入

（1600万レンピラ：住民の反対運動で利用が困難となり資金の回収にも問題を残してい

る。）などの不透明さが残されている。現在首都圏の１日当たりのごみの発生量約 800

トンのうち 600トンを収集・運搬・最終処分していると考えられるが、廃棄物行政お

よび廃棄物処理実施の清掃局の組織体制は脆弱であり、貧困地区へのアクセスの困難

さもあり、未収集地区では毎日 200トンのごみが残されている。医師で元厚生大臣で

もあった現市長は、廃棄物対策に真剣に取り組むことを公約としており、就任後は清

掃キャンペーンを開始している。

b） 厚生省環境衛生部

環境衛生部長以下、本省では19名の職員（うち医師・技術者は７名のみ）が環境衛生

分野で業務を行っているが、国レベルでの廃棄物行政の組織体制は確立しておらず、

監督責任を果たすための組織強化が課題となっている。現在、天然資源環境省ととも

に固形廃棄物関連の規制基準の整備を行いつつある。特に医療系廃棄物の処理につい

てはヨーロッパ連合（ＥＵ）の協力を得て、テグシガルパ市の国立病院の医療系廃棄物

を一時貯蔵し、最終処分場の隣接地に設置中の専用焼却炉で処理するパイロットプロ

ジェクトを進めている。
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c） 天然資源環境省

環境行政の一元化を目指すため、世界銀行の支援を受けた国家環境委員会によって

草案が練られ1993年に環境基本法が制定された。1997年１月に天然資源環境省が設置

され、約 500名の職員のうち 125名ほどが環境分野の業務を担当している。環境法整

備・環境管理・生物多様性の保全・環境汚染物質の調査分析などの業務を実施し、全

国 297の市町村に環境ユニットの設置を指導しており、現在 50市町村に設置済みであ

る。環境評価管理局（ＤＥＣＡ）は環境アセスメントの審査を行っており、1993年以降

約 70件の審査を実施し、事業実施者に環境応諾証明を与えている。主要なプロジェク

トは、鉱山（２件）、エビ養殖場（19件）、観光リゾートホテル（17件）、工業団地（５件）、

道路（２件）などである。

廃棄物処分場については現在、医療系廃棄物処理事業の環境アセスメントをホン

デュラス国立自治大学の衛生工学科が実施中である。廃棄物処分場の新設については、

環境アセスメントが義務づけられるため、まず影響項目を特定するスコーピングのＴ

ＯＲを事業者である市役所は環境評価管理局に提出する。コメントを得たのちに環境

アセスメントの調査・予測・評価を実施し、環境影響評価書を作成し環境評価管理局

の審査を受けることとなっている。

2） 収集・運搬の概要

a） 供与機材の活用状況

コンパクター、ダンプトラック、コンテナ車など収集運搬機材は、ホンデュラスと

日本の国旗をボディーに貼って市内を走行している。供与機材の活躍により、収集率

は向上していると考えられるが、民間に対してトラックを６台収集委託契約している

点については前述のとおり課題を残している。

b） 機材の整備状況

清掃局の整備工場の床はかつてコンクリートが敷かれていたが、機材供与の際、ホ

ンデュラス側が工場内の整備を行うとの約束で施設の改善を図ろうとしたが、工事が

進まずコンクリートをはがしたままの状態が３年ほど続いており、土間のため車両の

整備を安全に行える状態にはない。４名のメカニックと10名ほどの助手で構成される

整備担当職員も安全対策には力が及ばず、整備技術も民間のディーラーと比較して著

しく低い。供与された整備機器・工具などの木箱が当初開封されていなかった原因は、

前市政の当局者の清掃事業に対する関心不足と施設の未整備状況とメカニックの整備

知識の不足にあると考えられる。なお、整備用工具の配置と使用に関するアドバイス

を市役所が国立職業訓練センター（ＩＮＦＯＰ）に依頼する方向で準備を進めつつある。
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3） テグシガルパ市廃棄物最終処分場（Crematorio Kilometro 7）

a） 機材の活用状況

到着以来、３台のブルドーザー、１台のホイルローダー、３台のダンプトラックが

既存の最終処分場での処分・覆土運搬用機材として使用されているが、１台のブル

ドーザーは、２年前から不適切な使用と整備ミスにより故障したまま稼働していない。

もう１台のブルドーザーも出力の低下が常時発生している。他の機材の稼働状況は今

のところ問題ない。

b） 最終処分場の運用状況

調査時点で、トラックの重量を計測するトラックスケールは設置されていないため、

廃棄物の処分量を正確に計測してはいない。覆土作業は２～３日に一度程度行われて

いる。処分用機材の整備のために整備機材を積んだ専用トラックが整備工場と処分場

を毎日往復しているが、強風も生ずる場所での露天整備ではエアーフィルターの清掃

にも困難を伴う場合が見られる。新規処分場の建設にあたっては、ごみのなかから有

価物を回収する人々の生活に配慮した取り組みも必要となる。

（3）課題

1） テグシガルパ市の廃棄物収集・運搬ならびに最終処分場の運営費用の捻出

無償資金協力による機材供与が、収集・運搬ならびに最終処分場の運用を支援する柱

となったと考えられるが、昨年度で 2500万レンピラの清掃事業費のうち 500万レンピラ

が赤字となっている市の財政のなかで、ブルドーザーの燃料も毎日３時間分の 40ガロン

しか手当てできない状況があり、今後清掃事業費の捻出が課題と考えられる。

2） 前市長が残した課題

前市長が高額の支出を伴う新埋め立て最終処分場用地の取得を行ったが、住民の反対

運動で使用が困難となったうえ、取得した土地の譲渡もめどが立たない状況にある。こ

の処理が市の財政を圧迫し、清掃事業の発展を疎外する一因になることが懸念される。

２－３　評価結果

この両国における事例を評価５項目に沿って分析した結果は次のとおり。
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２－３－１　サント・ドミンゴ市ごみ処理計画

　　　　　　（一般無償による廃棄物最終処分場用機材など）

（1）実施効率性

本機材供与の期待された目的は衛生埋め立ての導入であった。サント・ドミンゴ市はそ

の目的が達成されるよう準備を行ってきた。すでに衛生埋め立て処分場を自己資金で建設

し、民間委託による衛生埋め立て実施の準備を進めている。

本件では調査の一時中断、通常の無償資金援助ではあまり例のない事業化審査調査など、

時間、コストに効率的ではない部分もあったが、当初の調査時に不明な点が多かったため、

このように時間と手間をかけて確認を行うことは適切な判断であった。

サント・ドミンゴ市の清掃担当者によれば、日本の機材供与が衛生埋め立て処分場建設

のきっかけになった。供与機材価値の衛生埋め立て処分全体費用に対する比率は９％であ

り、残りはドミニカ共和国側が負担することになる。サント・ドミンゴ市の今回の処分場

用機材供与については、ドミニカ共和国側の投入内容と施設規模が現在の財政状況を考慮

して適切であるか否かの検討も必要である。　　　　　　　　　　　　

（2）目標達成度

1） 目標達成の見通し

機材供与を通じて達成されることが期待されていた主目的は衛生埋め立ての導入で

あった。サント・ドミンゴ市はすでに建設した処分場において、供与機材を利用し、1998

年２月中旬（注）より衛生埋め立てを実施する予定である。もし計画どおり衛生埋め立てを

実施すれば、機材供与の主目的は達成されることになる。目標が実際に達成されたかど

うかの評価の実施は、埋め立てを開始してから１年後以降に初めて可能となる。

2） 目標達成のために必要である要素（効果発現要因）

サント・ドミンゴ市の場合、期待されている目標（衛生埋め立ての実施）は達成される

見込みが高いが、この目標達成に必要となる要素は行政責任者の関心、資金、組織制度

の改善、技術的インプットの４要素であると考えられる。サント・ドミンゴ市では市長

の交代後、処分場の火災が社会問題になったことと廃棄物処理担当者が市長の側近で

あったため、廃棄物処理への行政の関心が高まり、資金手当てがなされた。また無償案

件実施の際に、日本側のコンサルタントから積極的な技術の導入を図ったので、案件終

（注） ドゥケサ処分場は、1998年３月から埋め立てが開始された。
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了後、独力で処分場の建設を行うことができた。また、処分場の運営は民間委託によっ

て行う予定である。

（3）プロジェクトの効果

1） 処分場に起因する環境、衛生問題の減少

もし衛生埋め立て処分場の運転が開始されれば、期待されていた効果のうち処分場に

起因する環境衛生問題（ごみの発火、発煙、悪臭による健康被害、ごみが十分覆土されな

いことによる作業員などへの病気の伝染、浸出液による水質汚濁）の減少は実現されるは

ずである。

2） 新衛生埋め立て処分場が他の都市にとりモデル処分場となる

上記の効果が発揮されるとしたら、それは数年後であろう。今回建設された新処分場

がドミニカ共和国にとって初めての衛生埋め立て処分場である。他の都市の人々に対し

衛生埋め立てとはいかなるものかのアイデアを与える効果は十分ある。

しかし、衛生埋め立てを他の都市へ普及するためにはより低コスト化を図る必要があ

る。言うまでもなく、ごみ処分の適正レベルは都市の財務状況、処分場の地形、地質な

どの自然条件により大きく異なる。

3） 供与されるメンテナンス機材により機材の稼働率があがり、これによりごみ収集およ

び埋め立て作業の効率があがるという効果

供与されたメンテナンス用の機材は新処分場のワークショップで使用されることが予

定されている。処分用機材の稼働率向上には役立つことが期待できるが、収集機材のメ

ンテナンスには使用される予定ではないので、収集車両の稼働率向上の効果は期待でき

ない。

4） 技術移転効果

サント・ドミンゴ市は担当コンサルタントが非公式に用意したデザインに基づき、衛

生埋め立て処分場を計画し建設した。衛生埋め立て技術には衛生埋め立て処分場建設の

技術と処分場の運転技術の２つがあるが、このうち少なくとも処分場建設技術は移転さ

れた。この技術移転は当初予期していたことではないが大変意義があると思われる。

5） 他の事業への影響

新処分場の資金をどのように捻出するかは不明である。サント・ドミンゴ市が提供し



- 15 -

ている他のサービスに影響がある形で資金を捻出するのであれば問題であるが、それを

判断するための情報は今のところないため、追跡調査を継続する必要がある。

（4）プロジェクトの妥当性

機材供与の要請を提出した時期に政府ならびにサント・ドミンゴ市が本件にどの程度の

優先順位を与えていたのかという項目については、確認できる資料がない。サント・ドミ

ンゴ市では現在に至るまで廃棄物処理が大きな問題になっており、その意味で本件はニー

ズおよび重要性を持つものであったが、廃棄物処理に関しては機材供与後の維持管理が重

要であるため、当該政府の取り組みの様子も確認することは非常に重要である。

その後、収集事業の民営化の動きが現れたことと供与機材の使用先である新処分場の選

定が明確でなかったために調査が中断される結果となったが、1995年の処分場での火災が

社会問題となったこともあり、処分場の改善計画についてようやくサント・ドミンゴ市も

対応する姿勢をとりはじめた。したがって、清掃事業改善ニーズ、タイミング、相手国の

関心度、プライオリティーの観点から慎重な対応を行うために事業化審査調査の開始（1995

年６月）を決定したことは的確な判断であった。なお、先方からは当初収集機材と処分機材

の両方が要請されていたが、調査団は基本設計調査段階でサント・ドミンゴ市が収集量

ベースで 90％の民間委託を実施する計画であることを知り、収集機材を除外しており、こ

れも適切な処置であった。

（5）自立発展性

今回の事業の場合、自立発展性とは主体者であるサント・ドミンゴ市が自ら建設した衛

生埋め立て処分場を今後運営管理し、使用期間が過ぎたら、次の衛生埋め立て処分場を建

設、運転することである。このために必要な要素は資金と技術である。

1） 資金面

サント・ドミンゴ市は新処分場を自己資金によりすでに建設し、処分場担当者によれ

ば、処分場運営のための民間委託費用の予算（月に 320万ペソ）も確保したとのことであ

る。この予算が問題なく捻出できるのであれば、委託の継続性は確保される。多くの援

助がカウンターパート資金の不足により、援助の当初目的が達成できないケースが多い

なかで、サント・ドミンゴ市が処分場を建設し、（処分場計画担当者によれば）その運転

のための予算を用意したと述べていることは評価に値する。しかしながら、この財源を

いかに確保するのかは現時点では不明である。もし財源措置が伴わなければ、処分委託

が継続できない可能性がある。サント・ドミンゴ市は、市のプライオリティーおよび期
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待される歳入額の見地から委託費の妥当性を客観的に検討する必要がある。

2） 技術面

衛生埋め立ての技術は高度な技術ではないが、ドミニカ共和国にとって新しい技術で

ある。サント・ドミンゴ市は基本設計コンサルタントが作成したマニュアルを参考にし

て新処分場を建設したとのことであるが、その処分場を見る限り、衛生埋め立てを行う

能力があると思われる。

またサント・ドミンゴ市はすでに供与されたトラックスケール（コンピューター付き）

を設置して1997年 10月より利用しており、このことからも、サント・ドミンゴ市は必要

な技術を持っているスタッフがいることがうかがえる。

２－３－２　ホンデュラス国首都圏清掃サービス改善計画

（1）実施効率性

実施効率を次の３つの観点から評価する。

1） プロジェクトの進捗（機材供与プロセスそのものの実施効率性）

2） ごみ収集効率（テグシガルパ市の廃棄物処理計画そのものの実施効率性）

3） ごみ処分効率（同上）

1） プロジェクトの進捗

本件はホンデュラス側からの機材要請が1991年３月に出され、基本設計が 1992年３月

に開始され６カ月後の1992年９月報告書が完成した。Ｅ／Ｎが1992年 11月に締結され、

1993年 11月に機材がテグシガルパ市に引き渡された。本件のプロセスは標準的なスピー

ドで、かつ当初の計画どおり順調に進行したといえる。

要請受理から基本設計開始まで１年かかっている。これは標準的な長さであるが、こ

の部分は迅速な行政対応により短縮できる余地があるように思える。

2） ごみ収集効率

ごみ収集効率を表す最適なインディケーターは１トン当たりの収集単価である。収集

単価は年間の収集費用をごみ収集量で除して求められる。テグシガルパ市の 1997年の清

掃予算に基づき開発調査の本格調査団が分析した結果を使用して計算すると、収集単価

は414円となる。これに日本の供与収集機材の調達費用を加算すると約600円／トンとな

る。これはきわめて低い単価である。単価の算出根拠となる収集ごみ量は清掃部による
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と 600トン／日であるが、過大推定の可能性がある。しかし、かりに収集ごみ量を400ト

ン／日としても、収集単価は 900円となり、依然として低い単価である。

したがって収集の費用効率はきわめて高いといえる。すなわち、少ない資金で多くの

ごみを収集しているといえる。

3） ごみ処分効率

収集サービス単価の推定方法と同じ方法で処分サービス単価を求めると、33 円／ト

ン、日本からの供与機材の調達費用を含めると 124円／トンであり、きわめて低い。こ

のレベルの費用で、満足できる質の処分が行われているならば、大変よいが、テグシガ

ルパの場合、処分レベル（質）は低い。覆土が不十分で、発火、発煙がみられる。環境衛

生対策はきわめて不十分である。したがって処分効率が高いとはいえない。

テグシガルパ市の処分場では供与した機材の半分以上が意図されていた目的に使用さ

れなかったり、または使用時間が計画時の想定よりも短い場合もある。供与機材の利用

という基礎的要件を満たすための改善が求められる。

（2）目標達成度

1） 収集

供与された収集機材の利用目的は廃棄物を収集することである。この目的の達成度を

最も直接的に示すインディケーターはごみの収集量である。しかしテグシガルパ市には

トラックスケールがないため、収集車の容量、トリップ回数をもとに収集量を推定して

いる。このような推定は実際のごみ量と大きくずれることが普通である。

とりあえず清掃部による現在収集ごみ量推定値が正しいとすれば、供与機材による現

在の収集量はおおむね計画どおりである。供与機材はおおむね期待されていたごみ収集

量の増加をもたらし、その結果、テグシガルパ市における急速な収集改善に貢献したと

いえる。しかし、市街が急激に拡大したため、ごみ収集サービスが依然として提供され

ていない地区（マージナルエリアの大半）が現在も存在することも事実である。

（3）プロジェクトの効果

プロジェクトの効果を示す最適なインディケーターは収集サービス人口の増加である。

しかしこれを示す信頼できるデータはない。テグシガルパ市の人口そのものについての推

定値も複数ある。

しかし不確かな数字であるが、ごみ量増加のデータをもとに割り出せば、サービス対象

人口が 84％増加したと推定でき、したがって大きな効果があったといえる。ただし収集量
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やサービス対象人口は急増したものの、人口の急増で依然としてマージナルエリアに住む

住民の大半は収集サービスを受けていない事実を重視すべきである。

処分場での埋め立てはきわめて不十分なレベルであるが、その最大の原因（効果阻害要

因）は前の市長が処分場に起因する衛生環境問題に高い関心を持っていなかったことであ

る。埋め立て処分の不十分な予算はその現れである。

新しい市長は前の市長に比べテグシガルパ市の環境衛生の向上に関心があり、今後清掃

事業が改善される可能性がある。一般的に、市長が清掃事業に高い関心を持つことは重要

な効果発現要因である。

（4）プロジェクトの妥当性

1） 受入国のプライオリティー

テグシガルパ市に長く勤務していた清掃責任者の話では、本件の機材要請は日本の商

社がアプローチした結果出されたようである。評価調査を行った 1998年２月時点ではメ

ンテナンス用の機材のパッケージ９個のうち７個が未開封（注）であった事実からも、要請

時のテグシガルパ市の清掃事業に対するプライオリティーは低かったと考えられる。

2） 基本設計における妥当性

供与された機材は収集機材と処分用機材、およびメンテナンス用の機材である。この

うち収集機材は十分活用されているが、処分用機材はその半分が処分目的には使われず

収集のために使用されている。メンテナンス用機材９箱のうち７箱が供与後約４年間未

開封であった。

〈収集計画と目標〉

収集計画と収集目標（収集率）の設定は妥当であったとはいえない。基本設計における計

画では、供与収集機材の大半は市の周辺部（マージナルエリア）の収集に使用される計画で

あった。だが実際にはマージナルでない地区（中心部とその周辺）のごみ収集に機材が使用

されており、依然としてマージナルエリアでの収集は不十分な状況である。この事実は、供

与前は実際には市の中心的な部分でも未収集ごみがかなりあったことを示す。

マージナルエリアでの収集は既存システムの延長ではできない。つまり収集の体制（制

度）、収集システムそのものを検討しなければならない。しかし基本設計ではこれらの検討

はほとんどなされていない。にもかかわらず、マージナル地区での収集も含め100％近い収

（注） 評価調査後の1998年３月に、メンテナンス用機材は開封され、使用できるように整備された。
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集率目標を設定している。このような目標設定は非現実的である。

また、基本設計では処分場用機材の供与効果を既存埋め立ての継続（レベル向上はなし）

と機材レンタル費用負担の軽減としているが、このことは既存の埋め立てを継続するため

の費用の一部の負担を機材供与に求めるということであり、自立を促す援助の妥当な目標

とはいえない。

（5）自立発展性

本プロジェクトの場合、自立発展性とは、今後清掃サービスが質、量ともに向上し、か

つ清掃財務的に継続することである。テグシガルパ市の場合、この点大きな不安がある。

1997年のテグシガルパ市の清掃予算の総額は約１億 4000万円である。予算のほとんどは人

件費や燃料代に充てられ機材購入予算はほとんどない。この状態では、数年後に供与機材

の買い替えをしなければならないとき、それができない。収集および処分用機材の更新に

約年平均１億円程度必要である。すなわち、現状の清掃サービスのレベルを維持するだけ

でも、清掃予算を２億 4000万円以上にする必要がある。これができない場合はサービスレ

ベルを低下せざるを得なくなる。

民間委託により一時的に多額の購入支出をしなければならない状況を回避することはで

きるが、その場合においても委託費を確保する必要がある。したがって清掃予算の増加が

急務である。テグシガルパ市への清掃機材の無償供与は、供与機材の使用期間中における

収集サービスの拡大を可能にしたが、一方、機材供与に頼り、清掃事業の継続発展に必要

な清掃予算（清掃料金収入）増加の努力を遅らせる結果になったともいえる。

２－４　中南米向け清掃機材無償供与の横断的比較と評価

日本がこれまで中南米地域において行った清掃機材無償供与の分析結果は次のとおり。

２－４－１　機材利用状況

事後現況調査によれば供与された機材はどの対象都市でもおおむねよく利用されている（利用

率が高い）。多くみられる問題はメンテナンス体制不備、スペアパーツ不足である。ペルーのリ

マ、エル・サルヴァドルのサン・サルヴァドル首都圏 15都市ではこの問題および機材の買い替

えが十分でないため、機材供与後しだいにごみの収集率が低下した。そのため、フォローアッ

プや再度の機材供与が行われたケースが複数ある。

供与機材が最もよく利用されたのはボリヴィアである。機材供与を受けたラパス、および６

都市（サンタクルス､エルアルト、オルロ、ポトシ､タリハ､トリニダ）はそれぞれ市清掃公社を設

立し、収集サービスは民間委託した（1995年末時点では依託実施が確認されていない都市もあ
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る）。清掃公社は委託サービスの管理監督を行っている。供与機材は有料で委託会社に貸与さ

れ、委託会社は市清掃公社より収集サービスに対する対価（約20ドル／トン）を受ける。機材は

委託会社により非常によく利用されている。収集率は供与前は 50％であったが、供与後（民間

委託後）80％に増加し、さらに 1997年のローカルコンサルタントによる事後評価では 87％に増

加した。

一般的にいえば、収集機材（コンパクター、ダンプトラック、コンテナ）は稼働率が高いが、

処分用機材（ブルドーザー等）は稼働率が低い。またブルドーザーなどの重機の場合、故障後の

修理・利用率が低い。エル・サルヴァドルの場合６台のブルドーザーは供与４年後３台が故障

して稼働していない。これは重機の修理費が高いこと、および利用のニーズが収集機材に比べ

低いことが原因と考えられる。ペルーのリマでは供与10年後の収集車両の稼働率は 70％であっ

た。

２－４－２　効果

収集機材供与において期待される直接的効果とはごみ収集量の増加である。ＪＩＣＡ事務所

による事後現況調査によれば、機材供与対象都市では供与機材の使用後は、収集量が増加し、ブ

ラックポイント（ごみ堆積場所）の数が減少し、都市の衛生環境状態がよくなった。しかし事後

現況調査による効果の評価はたいてい定性的であり、実際の収集ごみ量の増加の傾向などは把

握できていないケースが多い。

収集量は機材の数と稼働状況に密接にリンクしている。稼働状況はメンテナンス体制および

管理体制（民間委託／直営）によって大きく変わる。

処分場における埋め立ての状況についてはほとんどモニタリングされていない。

２－４－３　効果発現要因

効果発現要因として特に注目に値する次のことがらを取りあげる。

（1）市行政責任者（市長）の清掃事業への関心

サント・ドミンゴ市やテグシガルパ市の例をみると、市長が清掃事業に関心があるかな

いかが清掃事業に大きな影響を及ぼす。市長の高い関心は清掃事業に変化（改善）をもたら

す最大の要因であるといえる。

（2）機材供与先の再検討、工夫

ボリヴィアの６都市（サンタクルス、エルアルト、オルロ、ポトシ､タリハ､トリニダ）へ

の供与清掃機材の受入先は地域開発基金（ＦＮＤＲ）であった。ＦＮＤＲは６都市の清掃事
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業に関し、継続的な清掃サービスの供給のため次のことがらを実施した。

1） 供与機材の有料による所有権移転

2） 民間委託の推進

3） 新料金制度の推進

4） 事業費算定

（3）民間委託

ボリヴィアのケースでは、すべての対象都市は民間委託を導入した。民間委託はごみ収

集量の増加、清掃人員および清掃費用の低減をもたらした。ラパスでは民間委託前は清掃

人員が 1000人であったが、委託後 420人に減った。

（4）新料金制度

清掃事業では、事業の安定的継続のために清掃料金の徴収がきわめて重要であり、その

ための工夫が求められる。ボリヴィアでは清掃料金が電気料金の請求書の中に明示される。

利用者は清掃料金を電気料金と同時に支払うことになる。コンサルタントの報告書によれ

ばラパスにおける 1996年および 1997年の予想清掃料金徴収率は 93％と高い率である。

（5）マイクロエンタープライズ

南米では、マイクロエンタープライズ（ＭＥ：地域密着型小規模企業）による都市周辺部

のごみ収集サービスが実施されているケースがある。これらはボリヴィア、チリ、ペルー

で行われており、ホンデュラスのテグシガルパでもある環境ＮＧＯがカナダ、ペルーのＮＧ

Ｏの支援を受けてＭＥを導入しようと計画している。

都市周辺部のごみの収集を実現するために、ＭＥはきわめて有力な仕組みである。通常、

都市周辺部でのごみ収集は法的、技術的な問題のため困難な場合が多い。また周辺部が山

腹の傾斜地である場合、収集車両がアクセスできないという問題がある。周辺部でのごみ

収集はその地形に合う収集システム（たとえばカートやコンテナを利用）を計画する必要が

ある。

中南米の大きな都市では周辺部の人口が 10％から 40％にも達する。都市全体の環境衛生

の向上のためにも周辺部でのごみ収集の実施は重要課題である。しかし、周辺部での収集

制度、システムの確立がなければ、供与機材は生かされにくい。

２－４－４　効果発現阻害要因

中南米において清掃機材無償供与事業の目指す効果が出ることを阻害する要因のうち、特に
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注目すべきことがらは以下のとおりである。

（1）清掃事業のプライオリティーが市長などの市経営の最高責任者の意向により影響を受け

やすい。

たとえば、テグシガルパでは供与機材の一部（メンテナンス用機材の大半）が供与後４年

間利用されなかったが、清掃担当者によれば、その大きな原因は前市長が清掃事業を重要

視していなかったことである。

（2）上位機関の廃棄物行政活動がないこと。

本来、国の廃棄物担当機関（保健省など）は清掃に関して、法律、基準、ガイドラインを

作成し、場合によっては清掃事業のモニタリング、指導を行う必要があるが、中南米にお

いては廃棄物行政はこれからというのが実態である。

（3）清掃事業に関する発注と入札結果が政治的または行政者の個人的利益誘導策により影響

を受ける場合がある。

ドミニカ共和国のサント・ドミンゴ市の場合、処分場建設を入札を行わずして清掃担当

者の関係する会社に発注することが決まった。公正な入札を経て業者を選定すれば、もっ

と安い価格で発注できた可能性がある。

（4）清掃担当者（清掃部長レベル）が市長が変わるたびに変わるので、清掃経験のある担当者

が育ちにくい。

（5）廃棄物管理の経験者が少ない。

（6）援助への依存心

サン・サルヴァドルは2回、リマは３回の清掃機材無償供与を受けているが、サント・ド

ミンゴ市の廃棄物担当者も、機材の更新の際には再度日本から無償で機材の供与を受けた

いとの希望を述べた。援助は相手側の援助の必要性を減らすことを目的としなければなら

ないが、援助への依存心ができれば、自助努力は減る。

２－５　教訓と提言

２－５－１　システムに関する提言

評価結果を踏まえて得られた教訓を、今後の環境セクター／中南米一般廃棄物の無償案件の
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発掘形成、準備、基本設計実施、アフターケアなどに活用することが望まれる。また、本提言

は中南米地域のみではなく、地域特性に配慮は必要であるが、アジア、アフリカならびに中近

東地域における廃棄物処理の無償案件にも適用されるものと考える。

（1）一般廃棄物処理に関する無償サイクルの課題と改善策

供与機材の前の段階として、企画調査、プロジェクト形成調査、特定技術調査など、さ

まざまなスキームを組み合わせて相手側の案件に対するプライオリティー、予算、人員、機

材の運用について確認する必要がある。また、中間評価、事後評価の実施も重要である。プ

ロジェクト・サイクルの最初の段階から、プロジェクトの形成過程や持続的発展性などの

条件に関する的確な情報を得るために、廃棄物処理の現状に詳しいローカルコンサルタン

トの支援を得ることは、日本側の基本設計調査を補強する意味からも望まれる。

（2）プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）作成に関する課題と改善策

基本設計調査を充実したものとするためにプロジェクトの形成段階から、企画調査員、

プロジェクト形成調査団、カウンターパート機関、相手国援助受入窓口機関ならびに現地

のＪＩＣＡ事務所が合意形成を図りながらＰＤＭを作成していくことが望まれる。

ＰＤＭを作成するにあたっては、プロジェクト・サイクル・マネージメント（ＰＣＭ）の

概念を、日本側ならびに相手国側の廃棄物処理無償案件関係者が知っておくことが前提と

なる。このためＰＣＭのセミナーを計画段階でプロジェクト形成調査団などが現地で実施

することが望ましいが、調査団のメンバーがＰＣＭの研修を受けておくことも有効と思わ

れる。

プロジェクトを効果的に運用するために、計画段階でＰＤＭを作成することの重要性を

認識することが必要である。したがって、双方の人材・資金・機材などの投入内容と量に

ついての議論をこの計画段階で、時間をかけても無償実施の目的に照らして十分に行うこ

とこそが、最終的にはプロジェクトを成功に導くものとなる。

この種の議論には相手国のカウンターパート機関と予算担当機関の職員が参加すること

が不可欠であり、ＰＤＭの作成時に投入が合意された大枠の予算の執行状況を、プロジェ

クト開始後にも在外事務所中間評価の仕組みを新設することにより、問題点を双方で確認

しながら無償プロジェクトを進めることが求められる。

（3）コンサルタントに対するＰＣＭ研修の充実

廃棄物処理分野の無償案件を成功に導く要件のひとつが、基本設計調査団を派遣する以

前にどれだけ案件の熟度を高めるかということである。したがって、プロジェクト形成調
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査ならびに基本設計調査に参加するコンサルタントに対するＰＣＭの研修を、技術協力専

門家の養成研修の一環として国際協力総合研修所で実施することが望ましい。

（4）無償資金協力の仕組みに起因する課題

1） 制度上の柔軟性の欠如

機材の到着がＥ／Ｎ期限の末である場合が多く、大切な機材の運用指導がおろそかに

なりがちである。また、保守を含めた指導などのソフト部分が無償のコンサルタント業

務に含まれない場合も少なくない。ソフト・コンポーネントなどの活用により、それぞ

れの状況に応じた柔軟な対応が望まれる。

2） 基本設計調査の期間が短かすぎるという問題点

通常１カ月程度の期間に、導入機材の数量を決定する重要な要素となるごみ量を的確

に把握することは難しい。開発調査などを通じて地道にごみ量・ごみ質を調べた結果に

基づいて、無償案件の形成を行うことが望ましい。場合によっては無償案件形成のため

の短期開発調査（たとえば半年程度）を新設することも必要であろう（以下の清掃事業実

施調査参照）。

２－５－２　プロジェクト実施上の改善に関する提言

（1）事業成果を生むために必要なインプット（機材以外）を重視する

清掃機材供与は、その目的とする清掃事業が軌道に乗ってはじめて成果が出たといえる。

一般に途上国において清掃事業の成果を出すためには、次のインプット（要素）が必要であ

る。

1） 清掃事業主体の最高責任者（市長）の清掃事業への理解（高いプライオリティーを持っ

てもらうための働きかけ）

2） 清掃事業体制（民間委託、公社化の検討、マイクロエンタープライズの組織化）

3） 清掃事業財源（料金徴収の方針、方法の検討）

4） 効率的な収集システムおよび適正な処分システム

5） 上記システムに合った機材

6） 市民の協力（協力を得るための啓蒙）

（2）従来の基本設計に加えて清掃事業実施調査を行う

事業成果を重視するならば、事業実施上のクリティカルな部分を集中的に手当てする必

要がある。従来の基本設計に加えて清掃事業実施調査を行うことを提案する。この調査は、
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次の２つの段階の調査より構成される。

1） 清掃事業実施案作成と合意のための調査

a） 事業体制検討（民間委託、公社化、マイクロエンタープライズの組織化計画）

b） 財源確保案の検討（コストリカバリーの方針と具体的方法）

c） 収集システムと処分システム（従来型でないシステムが必要なケースに行う）

d） 相手側責任者（市長など）とのコミュニケーション

2） 制度的改善事業のフォロー（モニタリング）調査

e） 制度的改善の進捗状況の把握

f） 改善推進のためのコーディネーション、アドバイス

g） トレーニングニーズの把握

（3）一次的機材供与先として都市開発基金（銀行）を利用する

ボリヴィア６都市への清掃機材の一次的供与先は都市開発基金（ＦＮＤＲ）であった。６

都市はＦＮＤＲから有料で所有権の移転を受けていた。ＦＮＤＲは新料金制度、民間委託

の導入を提案し、６都市はこれを受け入れ、実行した。６都市が支払う金（機材使用期間中

に機材価値分を払う仕組みのようである）を、ＦＮＤＲはリボルビング清掃基金とする計画

である。ＦＮＤＲは清掃事業に必要な投資資金として都市に貸し付ける。ＦＮＤＲのよう

な都市開発銀行を無償機材受入先として利用することは大きなメリットがある。

（4）案件選定に関するガイドラインを作成する

無償資金協力の年間予算は 1400億円程度あり、件数は年間 150件以上である。無償資金

協力を有効性を高めるために無償資金協力に関する２種類のガイドラインを策定すべきで

ある。まずは無償資金協力にかかるガイドラインとして、協力対象案件の選定基準、手続

き、中間、事後評価方法を提示する。またセクター別のガイドラインも必要である。

清掃セクターのガイドラインとしては、案件の事前スクリーニングのガイドライン、供

与前の調査に関するガイドライン（調査目的、方法、期待される成果など）、機材供与に関

するガイドライン、事後のモニタリング、評価に関するガイドライン、効果的な協力のた

めのキーポイントなどをまとめることが望ましい。

（5）現地のニーズにより合ったスペアパーツが選択できるシステムにする

供与された機材が現実的にはスペアパーツ不足により長期の稼働停止を強いられる場合

が多い。スペアパーツの選定の段階で現地ニーズに適合したものを含めることはもちろん
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必要であるが、もうひとつの方法は、供与時には必要なスペアパーツの半分または３分の

１程度を現物で引き渡し、残りは銀行などに預け、相手側が必要なときに購入できるよう

にする。このような仕組みにより無駄を少なくし、ニーズに合ったスペアパーツを調達で

きる。

（6）相手側の報告を要請する（制度化する）

供与機材の事後の利用状況などを相手側は報告すべきである。このような報告は事後の

モニタリング、評価に役立つだけではなく、相手側自身が問題を意識化するのに役立つ。

［カウンターパートの報告義務リスト（例）］

（1）機材の利用実績および利用の目的とする事業（収集、処分）の実績の年次報告（ＪＩＣＡ

は報告書の様式をあらかじめ作成する）（中央政府の監督省への提出も求める）

（2）利用が困難な機材、修理が困難な機材に関する報告

（3）機材買い替えの計画（資金計画を含む）（供与後１年以内に作成する）

（4）使用期間終了後の機材破棄に関する報告
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第３章　個別案件評価

３－１　個別案件評価の目的

本評価調査はドミニカ共和国およびホンデュラスの２カ国の現地調査を含む。評価はプロジェ

クトの妥当性、効率性、目標達成度、効果、自立発展性の観点から行う。これらの評価を通じ、問

題の所在、解決の方向性を探る。また、他の中南米諸国への機材無償供与を文献によりレビュー

し、清掃事業分野における機材無償供与についての共通の問題を把握し、機材供与事業の有効性

を高めるための方策提言を目的とする。

３－２　ドミニカ共和国サント･ドミンゴ市ごみ処理計画

３－２－１　案件概要

サント・ドミンゴ市への清掃機材無償供与事業の概要は表３－１のとおりである。
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表３－１　ドミニカ共和国サント・ドミンゴ市への清掃機材無償供与事業の概要

国名 ドミニカ共和国

受入れ都市 サント・ドミンゴ

開発調査の実施の有無 なし

予測人口 1995年：259万人

1998年：281万人

要請状日付

基本設計調査 基本設計現地調査：1992年５/９～６/17

報告書完成：1993年３月

事業化審査調査の現地調査：1995年６/14～７/１

報告書完成：1995年９月

Ｅ／Ｎ締結 1995年12月27日

機材引渡し 1996年12月

機材の種類 処分場用機材（トラックスケール含む）

設計監理額 4126万9000円

機材契約額 ２億7973万1000円

合計（Ｅ／Ｎ）額 ３億2100万円

期待されていた供与の ①　短期的には覆土、プッシアップ方式による衛生的な埋め立ての実現

目的／効果 ②　トラックスケールによるごみの計量

③　中長期的には浸出水処理を含む衛生埋め立ての導入

④　衛生埋め立てのモデル処分場の役割

コンサルタント 環境工学コンサルタント

サプライヤー 日商岩井

機材リスト 〈処分場用機材〉

・ブルドーザー３ ・バックホー１

・ショベルローダー１ ・ホイルローダー１

・ダンプトラック１ ・トラックスケール１

・ジェネレーター１ ・維持管理用工具一式

相手側が行うべき活動 処分場で次のものを建設

・管理事務所 ・洗車場

・重機用駐車場とワークショップ ・水､電気供給

・トラックスケール基礎工事

（以上の工事は当初予定より５カ月遅れの1997年４月に完了）

民営化 ごみ収集量ベースで75％が委託されている。９％が許可業者により収集されている（事

業系ごみ）。16％が市の直営による収集。
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３－２－２　機材供与後のサント・ドミンゴ市の対応と供与機材の利用状況

（1）機材供与後のサント・ドミンゴ市の対応

処分場用機材（表３－ 1参照）は 1996年 12月にサント･ドミンゴ市に引き渡された。その

後、処分場の運転維持管理施設の整備を行った。これらの施設は既存の処分場があるドゥ

ケサのごみ処分用地（約 200ha）の一角に建設された。これらの施設以外に、サント・ドミ

ンゴ市は同用地に新たな埋め立て処分場（面積約 40ha、南北方向の長さ 880m、標高差 41m）

を建設した。

処分場の運転維持管理施設（面積 1.5ha）は、機材供与に伴いドミニカ共和国側が行うべ

きこととして合意された事項である。サント・ドミンゴ市は合意事項に含まれていた施設、

すなわち、ワークショップ、洗車場、管理棟、トラックスケール設置の据付け、電気、水

の引き込み以外に、重機用燃料スタンド、重機駐車スペース、フェンスを整備した。

サント・ドミンゴ市が建設した処分場は衛生的な埋め立て処分場であり、サイト内道路、

浸出水集水管、ガス抜きパイプ、浸出水貯水池（近いうちに建設予定）が備わっている。

サント・ドミンゴ市は新処分場の開所式を 1998年３月 20日に行った。

（2）供与された機材の利用状況

供与された処分場用重機は、その一部が新埋め立て処分場と維持管理施設の建設に使用

されたがコンディションは良好である。今後、新埋め立て処分場の埋め立て作業（ごみの転

圧、覆土材の運搬と覆土作業等）のために本格的に使用される予定である。

供与された２基のトラックスケール（ごみトラックの重量計）は 1997年 10月から使用さ

れている。サント・ドミンゴ市の担当者によれば、処分場に入ってくるすべてのごみトラッ

クを計量している。市とごみ収集の委託契約を結んでいる Colimecへの契約報酬は搬入さ

れたごみ量に基づいており、支払額の根拠となるごみ量はこれらのトラックスケールで計

量されている。

［関連参考情報：ごみ収集の実態と問題点］

（1）ごみ収集主体

サント・ドミンゴ市の都市廃棄物はサント・ドミンゴ市とドミニカ政府の資金により収

集されている。サント・ドミンゴ市は発生するごみの一部を市所有のトラックで収集して

いるほか、Colimec社とごみ収集の委託契約を結んでいる。

ドミニカ政府は 1992年 Dixi社とごみ収集契約を結んだ。契約期間は 2002年までで、契

約金額は定額方式（月 80万 USドル）である。政府がある民間業者と都市ごみの収集契約を

結び、政府が契約報酬を直接契約会社に支払うのは世界的にもきわめて異例な状態である。
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この契約は前の政権下で結ばれたもので、現フェルナンデス政権はこの契約を解消したい

という意図を持っているが、契約上は困難なようだ。政府から Dixi社への報酬の支払いは

最近２､３カ月分滞ったようである。また、これだけの報酬額を従量制ではなく定額方式で

支払うこと、最初の契約であるにもかかわらず契約期間が 10年の長期であることも異例で

ある。市の清掃担当者によれば、Dixiのごみ収集は満足のいくものではない、また、これ

まで Dixiの収集活動を監督する権限もなかったが、1997年 Dixiと合意してようやく Dixi

の収集作業を監督、指導できるようになったようである。

このほか、Klinetec社が 1998年初めから事業系ごみを収集している。同社は収集契約を

結んでいる事業所から直接、料金を徴収している。サント・ドミンゴ市との合意に基づき、

Klinetecは料金収入の 20％をサント・ドミンゴ市役所に支払っている（処分場使用料とみ

なすことができる）。

（2）収集ごみ量

サント・ドミンゴ市の清掃部長の情報（表３－２参照）に基づき、収集ごみ量を次のよう

に推定する。ドゥケサ処分場に搬入されるごみ量は１日 1830トン。このうち、Dixi社のご

み収集量は全体の約半分強の 9 0 0 トン（5 2％）、市との委託契約に基づき収集している

Colimec社が 420トン（23％）、市の直営による収集が 300トン（16％）、Klinetec社による収

集量が 170トン（９％）。

都市ごみの発生量は、基本設計報告書の 3.1-2に基づき計算すると、2592トン／日と推

定する（備考参照）。ごみ量ベースの収集率は 71％と推定する（1830トン／ 2590トン＝ 71

％）。

（備考） 基本設計報告書の3.1-2によると、サント・ドミンゴ市のごみの推定発生量は1995

年で 2172トン／日、2000年 2873トン／日である。直線的増加を仮定し、1998年の推定ごみ

量を 2592トン／日と推定する。
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表３－２　サント・ドミンゴ市におけるごみ収集量推定

収集日１日当たり 平均収集日数／週 １日（年365日ベース） 計算

の収集量（a） （b） 平均収集量（c） （d）

1. Dixi 1000～1200トン 6日／週 約940トン（ 52％） 平均1100トン×

6日／7日

2. Colimec 400～500トン 6.5日／週 420トン（ 23％） 平均450トン×

6.5日／7日

3. サント・ドミンゴ市直営 300トン 7日／週 300トン（ 16％） 平均300トン×

7日／7日

4. Klinetec 200～300トン 6日／週 170トン（  9％） 平均250トン×

6日／7日

5. 合計 1830トン（100％）

情報源：サント・ドミンゴ市清掃部長

（3）問題点と改善策

サント・ドミンゴ市のごみの推定収集率71％は途上国では決っして低くないが、サント・

ドミンゴ市のごみ収集の問題の多くは、政府と Dixi 社との異例な契約形態に起因してい

る。政府がDixi社に直接支払っている状況はサント・ドミンゴ市にとって財政的には望ま

しいかもしれないが、2002年の契約終了の後の体制を準備しておく必要がある。その際サ

ント・ドミンゴ市は次のことがらに留意すべきである。

1） Dixiの契約が終了後は、市が収集サービスを民間会社に委託する。

2） 収集エリアを２､３区に分割して、それぞれの収集区を担当する収集会社を公正な競

争入札により選定する。

3） 適正な契約期間を設定する。

4） 報酬は定額性でなく従量制にする。

5） あるエリアにおける道路清掃サービスと収集の一括発注を検討する（これにより、

ごみの未収集の責任が不明確になることが回避できる。サント・ドミンゴ市は街の中

心的なエリアでもかなりの量の未収集ごみがあるので、このような一括方式は有効と

考えられる）。

現在、サント・ドミンゴ市は 35台のごみ収集車を持っているが、多くの収集車はDixiと

Colimecの収集エリアでごみ収集している。この状態も問題である。清掃部長によれば、こ

れらの会社の収集が不十分で、取りこぼしが多いので、そのような取りこぼしごみを市の

収集車で収集する必要があるのだという。これらのコントラクターの収集サービスの不十

分さは、コントラクターの選定方法、契約条件、スーパービジョンの変更により改善でき
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ると思われる。

３－２－３　プロジェクトの妥当性

（1）受入国のプライオリティーとプロジェクトの妥当性

ドミニカ共和国側が機材供与の要請当時、当該プロジェクト（ここでは機材供与の目的と

していた清掃事業をプロジェクトと定義する）にどれほどのプライオリティーをおいていた

かを確認しようと関係者へのインタビュー、資料の提出の依頼を行ったが、有益な情報は

得られなかった。基本設計後、機材供与のプロセスは中断したが、当時の市長は、プロセ

スの再開を促進するための対応（ドゥケサを処分場として使用することの正式決定の日本側

への通知など）を積極的には行わなかった。ただし、その後市長になったボニージャ氏は市

長になって間もなくＪＩＣＡ（東京）を訪問して再開を要請し、清掃事業への意欲を示し

た。

1992年、ドミニカ共和国政府（前政権）は、首都サント・ドミンゴのごみ収集をある民間

会社（Dixi）に委託した。国が委託会社と直接契約するのはきわめて異例なことである。こ

の契約は多分に政治的背景があったようであるが、しかし当時サント・ドミンゴ市による

収集が不十分で問題視されていたことも事実である。また 1995年に処分場で数日間にわた

る火災が発生し処分場の改善ニーズも高まった。この意味で同市の清掃の改善ニーズは顕

著に存在していたと思われる。また、評価調査時点でもサント・ドミンゴ市には未収集の

ごみも見られたことから、廃棄物処理の協力のニーズは高いと判断できる。

（まとめ）

最初の調査である基本設計調査では、サント・ドミンゴ市の清掃事業へのプライオリ

ティーの高さの確認は不十分であった。

サント・ドミンゴ市の清掃事業に対するプライオリティーは新市長になってあげられた。

新市長は市長就任後ＪＩＣＡ（日本）を訪問し援助再開要請を行った（1994年 10月）。1995年

１月には処分場で大きな火災が起こるなど、清掃事業（とりわけ処分）の改善ニーズが高まっ

たといえる。２度目の調査である事業化審査調査はこのような背景から行われた。したがっ

て、清掃事業改善ニーズ、タイミング、相手国の関心度、プライオリティーの観点からは事

業化審査調査の開始（1995年６月）は妥当と判断できる。

（2）基本設計の内容の妥当性

本件は基本設計後、中断され、再開される経緯をたどった。また相手側からの要請では

収集機材と処分機材の両方が要請されていたが、調査団は基本設計調査段階でサント・ド
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ミンゴ市が収集量ベースで 90％の民間委託を実施する計画であることを知り、収集機材を

除外した。この経緯は「３－２－４　実施効率性」の表３－３に示すとおりであり、除外の

判断は妥当である。

供与された処分機材の数量は、日量 2000トンのごみが処分される処分場としてはむしろ

少ないが（特に覆土掘削運搬機材）、足りない分はサント・ドミンゴ市は自ら調達するか、ま

たは、処分場運転の委託契約のもとで委託業者が重機レンタル会社からレントするかのど

ちらかになると思われる。重機は新処分場だけでなく、これまで使用してきた埋め立てエ

リアにおける覆土のためにも当然必要であり、サント・ドミンゴ市はこのために必要な重

機はレンタルしている。したがって、機材の数量面でも特に問題はない。

３－２－４　実施効率性

（1）実施効率の定義と本件での期待される効果

実施効率を評価するためには、実施効率の定義が必要である。評価マニュアルによれば

実施効率性とは「結果が費やした努力とどのように釣り合っているか。投入がどのように経

済的に成果に変換されているか。同じ結果が別のよりよい方法で達成され得たか否か」であ

る。基本設計報告書によれば、本事業の期待される効果は次のとおりである。

1） 埋め立て処分場用機材の供与により期待される効果

a） 埋め立て方法をオープンダンピングから衛生埋め立てに変更する。このことにより

埋め立てに起因する環境衛生問題、すなわち自然発火、悪臭を防ぐ。また住民問題（周

辺住民からの苦情）を防ぐ。

b）（ドミニカ共和国の他の都市にとって）モデル的な処分場となることを期待する。

2） 機材維持管理用機材の供与より期待される効果

c） ごみ収集機材、処分場用機材のメンテナンスを行う。これによりごみ収集と埋め立

て作業の効率をあげる。

本来、実施効率性の評価は過去形または現在形で行われるべきであるが、サント・ドミ

ンゴ市の場合、供与された機材はこれから本格的に使用されるところである。過去形で評

価を行うためには供与機材が目的どおりに使用され始めてから１年以上後で行うべきであ

る。しかし、サント・ドミンゴ市が行ったこれまでの準備状況を評価し、そこから目的ど

おり使用されるかを推測することは可能である。

本項では次の観点よりの評価を行う。

1） プロジェクトの進捗（２）
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2） 事業目的達成への貢献度と貢献効率（３）

3） 供与機材を目的どおり使用するための準備状況の評価（４）

4）（機材供与の目的であった）埋め立て事業の効率性（５）

（2）プロジェクトの進捗

1） 経緯

サント・ドミンゴ市への清掃機材の無償供与は２回の調査を経て実現した。通常のプ

ロセスであれば、基本設計報告書が出てから１年後には機材が相手国に引き渡される。

本件の場合、基本設計報告書が 1993年３月に出され、その後機材供与のプロセスは中断

された。最大の理由は供与される処分用機材の使用場所（新処分場）をサント・ドミンゴ

市が正式に決定し、それを日本側に通知するまでに時間を要したことである。

1994年 10月新市長になったばかりのボニージャ氏がＪＩＣＡを訪問し、機材供与プロ

セスの再開を訴えた。翌月、新処分場サイトがドゥケサに決定したことを連絡してきた。

これを受け、ＪＩＣＡは事業化審査調査を実施し、1996年 12月機材がサント・ドミンゴ

市に引き渡された。通常のプロセスに比べ２年半の遅れが生じたことになる。

また、本件では基本設計調査中に供与機材の種類を変更された。当初ドミニカ共和国

側は収集および処分用機材を要請した。基本設計調査中にサント・ドミンゴ市が収集の

民間委託を行う計画があることを知り、基本設計の最終報告書では収集機材を除外した。

詳しい経緯は表３－ 3に示したとおりである。
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表３－３　ドミニカ共和国清掃機材供与の内容変更、一時中断、再開の経緯

事　　象 活　　動 内　　容
1. 要請

2. 基本設計調

査

現地調査

サント・ドミンゴ市から

日本側への連絡

ドラフトファイナルレ

ポート説明協議

最終報告書

日付けは不明。

1992年５月９日から６月17日

1） 調査団は、この調査によりドミニカ共和国側が大幅な収集の民間委託

を行おうとしていることを知る。

2） ５月15日に議事録署名。議事録の関連内容部分は以下のとおり。

a. ドミニカ共和国側は（貧困層地区のごみ）収集用機材を再度要請した

（日本側はこの時点では、収集機材の除外は提案せず）。

b. ドミニカ共和国側は委託会社の予定収集量は1700トン／日と説明。

c. 調査団は、ドミニカ共和国側は単に計画収集量を示すのみならず、

収集区域の境界を決定すべきことを要請した。

d. 調査団はドラフトファイナルのミッションは1992年９月、ファイナ

ルレポートのドミニカ共和国側への提出は1992年11月末になることを

説明した。

3） ６月11日のメモランダム（サント・ドミンゴ市企画局長とコンサルタ

ント責任者が署名）の主な内容は、

a. 民間委託の収集区域境界を確認。

b. 上記プランによれば、サント・ドミンゴ市の直営は首都圏の40％を

カバーする。

c. 民間委託契約の動向をＪＩＣＡに連絡する。

4） 調査団は、ワークショップの現有設備機材リストおよびトヨタコンパ

クター車の在庫部品リストを入手した。

サント・ドミンゴ市長は、1992年８月20日調査団長宛てのレターを出し

た。内容は、収集用のコンパクター車はボンネットタイプではなくキャビ

ンタイプにしてほしいとうもの。

サント・ドミンゴ市は1992年10月28日付けレターで次のことを連絡して

きた。「民間委託の収集範囲が、市の北部の一部を除く全域に拡大され

た。」

1993年１月20日から１月31日まで（５月のミーティングではドラフト

ファイナルレポート協議は92年９月と予定されていた）。サント・ドミン

ゴ市長Rafael Corporan de los Santosと調査団長は93年１月27日に議事

録に署名。議事録の主な内容は、

1） 収集機材を供与リストから外すことに合意した。

2） 無償事業が実施される条件としてサント・ドミンゴ市が次のこと（３

条件）を実行することを合意した。

a. ごみ収集委託契約が今後最低１年間安定的に継続されること。

b. ドゥケサを使用期間５年以上のごみ処分場として使用することを

1993年12月末までに決定する。サント・ドミンゴ市はその境界線も決

定する。市はドゥケサ処分場の建設予算（アクセス道路建設を含む）措

置をとる。

c. 処分場周辺住民の反対運動を発生させないようにする。

ドラフトファイナルレポート協議時の議事録で上記の３条件が合意され

たが、最終報告書の結論としては一次中止を明示していない。すなわち基

本設計の最終報告書（1993年３月）では、収集用機材は供与対象から外され

たものの、処分場用機材の無償供与は提案されている。
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3. 日本側の対

応

4. ドミニカ共

和国側の対応

5. ドゥケサ処

分場で火災発

生

6. 事業化審査

調査

7. 機材引渡し

サント・ドミンゴ市長

ＪＩＣＡを訪問

サント・ドミンゴ市が日

本側に３条件についての

レターを提出

供与事業を中断した（基本設計の次のステップに進まなかった）。日本側

が中断をドミニカ共和国側に伝える文章を出したかどうか不明。

（備考）　ドラフトファイナルレポート協議時の議事録には、供与の実施の

３条件が明確に示されているが、日本語の最終報告書の結論は処分機材の

供与に肯定的であるため、ＪＩＣＡの最終的なスタンスがこの時点ではぼ

けてしまったようにに思われる（プロジェクトの進捗という観点での効率

性にも影響を与える結果となったといえる）。

1994年10月現市長のRafael A. Suberi BonillaがＪＩＣＡを訪問。機材

供与事業の再開を訴えた。ＪＩＣＡは市長にドラフトファイナルレポート

協議時に両サイドにより合意された機材供与の３条件を説明した。市長は

この３条件を知らなかったと述べた（このことはプロジェクトの進捗とい

う観点での効率性にも影響を与える結果となったといえる）。３条件とは、

①収集民間委託の１年以上の安定的継続、②ドゥケサを正式な処分場とし

て使用することおよび境界線の明確化、③処分場周辺住民の反対がないこ

と。

1994年11月サント・ドミンゴ市は、３条件が満足している旨のレターを

日本側に提出した（誰宛てに出されたのか不明）。

1995年１月ドゥケサ処分場で10日以上も続く火災発生。煙が市内にも達

した。市の３分の１の面積が煙に覆われ大気汚染、健康被害が問題となっ

た。このことはＪＩＣＡに報告された。

全調査期間は1995年６月９日から９月28日まで。現地調査は６月14日か

ら７月１日。

（備考）　事業化審査調査報告書にはこの調査を行った理由を次のように説

明している。「本年１月に同処分場において不十分な埋め立て処理のため

に発生した火災が10日以上も延焼し首都が社会問題に発展した経緯なども

あり、今回緊急的措置として実施の報告で再検討する方針とした。」

1996年12月

2） 評価

a） 機材供与が当初予定に比べ２年半遅れたが、機材供与の目的である衛生埋め立ての

導入という結果への影響はなかった。導入の時期は多少遅れたが、現在、現地では問

題視はされていない。

b） 収集機材を除外したことは妥当である。

（備考）　基本設計調査中サント・ドミンゴ市は収集量の 90％を民間委託すると決め

た。その後、実際に民間委託され、市直営のサービスは激減した。委託前は 80台の

収集車両を使用していたが、現在は 35台に減った。

c） 基本設計報告書では無償プロセスの一時中断の必要性、その理由と再開条件を本文

の結論部分において、明示的に書くべきである。

d） 本件の場合、遅れおよび機材リストの変更は必要な措置であったと考えられる。今

後それを防ぐための対策を表３－４にまとめた。
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1. サント・ドミンゴ市の収集サービス

の民間委託化についての事前情報がな

かったこと。

2. 民間委託化がある場合の機材供与方

針の明確化

3. 機材供与の中断の理由、再開の条件

の明確化

表３－４　サント・ドミンゴ市のケースの遅れを生じさせないための対策

問題点 今後の対応策についての提案

（3）事業目的達成への貢献効率

本機材供与の期待された目的（成果）は衛生埋め立ての導入であった。サント・ドミンゴ

市はその目的が達成される準備を行ってきた。すでに衛生埋め立て処分場を自己資金で建

設し、民間委託による衛生埋め立て実施の準備を進めている。

サント・ドミンゴ市の清掃担当者によれば、日本の機材供与が衛生埋め立て処分場建設

のきっかけになった。供与機材価値の衛生埋め立て処分全体費用に対する比率は９％であ

り、決して高くない（表３－５参照）。残りはドミニカ共和国側が負担するわけである。日

本の援助が全体の事業費用の９％という高くない比率にもかかわらず、事業目的が達成さ

れるとしたら、効率の高い援助と評価することができる。これまでこのような視点で効率

性について論じられることはなかったが、清掃事業において次の観点からこのインディ

ケーターは重要である。

1） 中長期的な自立発展性の重視

清掃事業分野における機材供与援助は、対象都市の清掃事業における自立発展を促す

ものでなければならない。機材の無償供与はいろいろな援助形態のなかでも、インパク

基本設計を行う前（要請に応じるかどうかの決定を行う前）、要請の妥当

性をチェックリスト（今後作成されるべき）に基づき検討すべきである。こ

のチェックリストには民間委託化動向を加える。

民間委託化動向は機材リストに大きな影響を与える。

清掃事業の民間委託化は世界の流れである。とりわけ収集サービスの民

間委託化は多くの国で行われている。自治体にとって民間委託のメリット

は①清掃事業の効率向上（サービスの質の向上と収集単価の低減）、②機材

調達資金が不用となる（主な清掃支出は委託支払費用となり、したがって

清掃支出額が安定化する）。

機材供与は民間委託化を遅らせる結果になる場合もあると思われる。そ

れゆえ、機材供与をどのような条件下で行うのかについての日本の方針を

明確化する必要がある。

機材供与の中断という異例な事態が起こった場合、日本側（ＪＩＣＡ）は

その経緯、理由、再開の条件、条件の確認方法と確認責任者を明確化して

おく必要がある。

基本設計のドラフトファイナルレポート協議の議事録には、機材供与の

条件が明確化されていたが、基本設計の最終報告書（日本語）では機材供与

が肯定されている。
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トが強い。しかし、このインパクトは場合によっては自立発展性を阻害する要因にもな

り得る。たとえば、サン・サルヴァドルとリマは、市保有の機材全体数量に対する供与

機材の比率が高く、機材の更新時期には買い換え資金不足が大きな問題となり、再度の

機材の無償供与を行った。

清掃事業という一定のアウトプットに対し、援助のインプットが大きければ大きいほ

ど、短期的にはよいインパクトがあるが、将来における問題は大きくなる。これに対し、

小さな援助インプットで一定のアウトプットが達成されれば、この援助インプットは

きっかけとして利用されたことになり、将来の自立発展性が期待できる。

2）（機材供与を通じて達成しようとする）事業成果の重視

清掃機材供与の目的は、それを利用して行おうとしている清掃事業の成功である。清

掃機材はインプットであり、それを利用して実施する清掃事業がアウトプットである。

このようなアウトプットを重視する必要がある。清掃機材は必要なインプットの一部に

すぎない。費用面からみると、機材費は清掃事業全体の20％から多くて30％程度である。

途上国において継続的な清掃事業に必要なインプットは次のとおりである。

a） 効率的な体制（民間委託と委託管理等）の確立

b） 財源確保（料金徴収等）の方針と手段の確立

c） ニーズに合った効率的な収集システムの立案

d） 機材

日本は途上国の清掃事業全体を援助することはできないし、その必要もない。日本の

限られた援助資金の利用効果を高めるためには、アウトプット／インプットの係数を高

める必要がある。

（4）供与機材を目的どおり使用するための準備状況の評価

供与された機材のうちいくつかは、これまでに処分場建設にも使用されたが、処分場で

の埋め立て作業に本格的に使用される予定である。

サント・ドミンゴ市による本格的使用を前にした現時点では、本来の目的（埋め立て処

分）に効率的に使用されたかどうかを過去形で評価することはできないが、サント・ドミン

ゴ市は目的どおりに使用する準備を行ったこと、および主要な準備が完了したことは事実

である。サント・ドミンゴ市が衛生埋め立て処分を実施するために行った準備は以下を含

む。

1） 衛生埋め立て処分場の建設（供与機材の維持施設および埋め立て作業管理施設を含む）
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2） 処分場の運営方式の決定（民間委託）

3） 処分場運転に必要な作業および人員の計画

4） 委託費用の算定と予算化

5） 委託先の決定（入札を通して決定しないことに問題があるが）

以上の準備完了状況からして、供与機材が目的どおりに使用される可能性は高い。なお、

1998年３月 20日サント・ドミンゴ市は新処分場の開所式を行った。

（5）埋め立て事業の効率性

本来、効率性とはインプットとアウトプットの関係を示す概念である。廃棄物処分事業

におけるインプットはその事業に要する費用で表すことができる。アウトプットとは衛生

埋め立ての実現、数量としては衛生埋め立てにより処分されたごみの量で表すことができ

る。処分の効率はインプット（費用）をアウトプット（衛生埋め立てで埋め立てられたごみ

量）で除して得られるトン当たりの処分費用で表すことが一般的である。本件においても、

トン当たりの処分単価を以下のとおり推定し、評価する。

サント・ドミンゴ市が供与機材を用いて行おうとしている衛生埋め立てのトン当たり処

分費用は、539円（供与機材価格も反映されている）と推定できる（注参照）。

（注）　トン当たりの処分費用の推定

トン当たりの処分単価は、かかる総費用をごみ処分総量で除すことにより得られる。費

用は①サント・ドミンゴ市がこれまでに費やした費用（処分場建設費用）、②今後費やそう

としている運転のための委託費用、③日本の供与機材価値のうち新処分場での使用分より

構成される。

新処分場にかかる総費用は26億 9700万円と推定される。一方、使用期間６年間と計画さ

れている新処分場のごみ受入総量は454万 9000トンと推定される。前者を後者で除すと１ト

ン当たりの処分単価として539円／トンとなる（26億 9700万円÷ 454万 9000トン＝ 539円／

トン）。

総費用と総処分量の算出根拠は表３－５およびを表３－６を参照。
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表３－５　サント・ドミンゴ市新処分場の建設と運転（６年間）にかかる費用の見積もり

ペ　ソ 円換算 ％

1.　処分場の建設費用

1.1.1　サイト建設 （2200万ペソ） （2億 622万 8000円）

1.1.2　管理施設建設 （950万ペソ） （8905万 3000円）

1.1.3　建設費用合計 （3150万ペソ） （2億 9528万 1000円） （11％）

    　（1.1.1＋ 1.1.2）

1.2　供与機材費用 （2億 4075万円） （9％）

1.3　合計 5億 3603万 1000円 20％

2.　処分場の運転費用（６年間分）

2.1　委託報酬支払い予想額 2億 3040万ペソ 21億 5976万 9600円 80％

3.　処分場建設運転合計費用 26億 9580万 600円 100％

  　（1.3＋ 2.1）

注１：供与機材費用の算出

供与機材の使用期間は８年と想定した。新処分場の使用期間が６年と計画されているので、新処分場にかかる

供与機材費用はその価値（３億2100万円）の75％（６年間／８年間）とみなした。

注２：新処分場の運転にかかる費用

表に示されている運転費用は６年間の委託費用の合計である。清掃担当者によれば委託契約の報酬は月額320万

ペソである。これに基づくと６年間に委託報酬額は２億3040万ペソである（320万ペソ／月×12カ月／年×6年

＝２億3040万ペソ）。処分場用機材の運転維持管理費はこの委託費用のなかに含まれている。

表 3－６　新処分場での受入ごみ量（６年間）の推定

日量処分量 年間処分量

1998年 1832トン 66万 8680トン

1999年 1924トン 70万 2260トン

2002年 2020トン 73万 7300トン

2003年 2121トン 77万 4165トン

2004年 2227トン 81万 2855トン

2005年 2338トン 85万 3370トン

6年間の合計 454万 8630トン

注１：1998年の処分量の算出根拠は表３－２参照。

注２：1999年から2005年までの年間増加率を５％と仮定した。また６年間の収集ごみはすべて新処分場で処分される

と仮定した。
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表３－７　サント・ドミンゴ市における都市廃棄物収集費用の推定

費用項目 年間費用 計　　算

1） 国が収集委託会社 D i x i 社に支

払っている費用

2） サント・ドミンゴ市が市の委託会

社Colimec社に支払っている委託料

3） サント・ドミンゴ市の直営収集の

費用

4） 費用合計

5） 収集費用単価

（Klinetec社が収集している産業廃

棄物を除く収集量を60万6265トン

と仮定する）

注１：市の直営収集費用

市直営の費用に関する資料がないため、費用単価をColimecとの契約単価の1.3倍と想定。

〔備考：多くの国の経験では、ごみ収集委託費用は市直営収集費用の４／３（逆数は1.33）から２／３（逆数は

1.5）である場合が多い。〕

注２：収集量の算出根拠

（1830トン／日－170トン／日）×365日／年＝60万 6265トン／年

1830トン／日はサント・ドミンゴ市の平均ごみ収集量、170トン／日はKlinetec社が収集している産業廃棄物

の量

処分事業費レベルの妥当性を次の４つの観点から評価する。

1） サント・ドミンゴ市の収集単価との比較

2） 清掃事業費の対ＧＤＰ比

3） 市の歳入に対する清掃出費の比較

4） 競争入札下における予想価格との比較

1） サント・ドミンゴ市の収集単価との比較

サント・ドミンゴ市における収集費用の単価は 3500円と推定される（表３－７参照）。

処分単価と収集単価の合計に対する処分単価の比率は13％である。539円／（539円＋ 3500

円）＝ 13％である。一方、日本ではこの比率は 50％以上である。

12億円／年 契約額80万ドル／月×12カ月／年×125円／ド

ル＝12億円／年

4億7678万 1250円／年 契約単価25ドル／トン×収集量418トン／日×

365日／年×125円／ドル＝４億7678万 1250円

／年（注１参照）

4億4484万 3750円／年 単価32.5ドル／トン×収集量300トン／日×365

日／年×125円／ドル＝4億4484万3750円／年

（注２参照）

21億 2162万 5000円／年

3500円／トン 21億2162万5000円／年÷60万6265トン／年＝

3500円／トン
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2） 清掃事業費の対ＧＤＰ比

サント・ドミンゴ市の 1998年清掃事業全体の推定年間費用は 28億 9486万 5000円であり

（表３－８参照）、サント・ドミンゴ市の地域ＧＤＰの約 0.47％に相当する。内訳は収集費

が 0.35％、処分費用0.07％、道路清掃費 0.05％である。清掃事業費の対地域ＧＤＰ比率は

経済レベルが低い国ほど、高い。通常、途上国の同比率は0.5％から１％であるので、サン

ト・ドミンゴ市の同比率は高いとはいえない。いくつかの都市の清掃事業費対地域ＧＤＰ

比は次のとおりである。

・フランス全体（1992年）： 0.19％

・日本全体（1990年）： 0.31％

・インドネシア国スラバヤ市（1992年）： 0.50％

・タイ国バンコク市（1991年）： 0.67％

・マレイシア国ペナン市（1987年）： 0.67％

表３－８　サント・ドミンゴ市の年間清掃費と対ＧＤＰ比率

ドミニカ共和国サント・ドミンゴ市（1998年）

費用 対地域ＧＤＰ比

1. 収集費 21億2160万円 注1 0.35％

2. 道路清掃費 3億2396万5000円 注2 0.05％

3. 処分費用 4億4930万円 注3 0.07％

4. 清掃費合計（1.＋2.＋3.） 28億9486万5000円 0.47％

5. 都市のＧＤＰ推定 6153億9000万円 注4 100.00％

注１：収集費用は表３－７に示されている金額をそのまま使用した。

注２：サント・ドミンゴ市の道路清掃費用は以下の情報をもとに算出した。

1） 清掃作業員および監督者は計600人

2） １人当たりの作業員の給与は4000ペソ／月

3） 道路清掃の主な方法はマニュアルである。

4） 箒などの道具費用は給与の20％と仮定する。

5） 交換レートは9.374円／ペソとする。

計算：4000ペソ／月×12カ月／年×600人×1.2倍×9.374円／ペソ＝３億2396万 5440円

注３：処分費用は表３－５示されている金額（６年間分）を年ベースに直して使用した。サント・ドミンゴ市の年間処

分費４億4930万円のうち、日本の供与機材の年間相当費用は4012万5000円である。これは処分費用の９％、清

掃全体費用の1.4％に相当する。

注４：サント・ドミンゴ市の都市ＧＤＰ推定

仮定：人口281万人、１人当たりのＧＤＰを1752ＵＳドルと仮定。（ドミニカ共和国の１人当たりのＧＤＰ平均

は1460ＵＳドルであるが、通常、首都の地域ＧＤＰは全国平均より高い。ここでは1.2倍と仮定した。）

計算：1752ＵＳドル／人×281万人×125円／ＵＳドル＝6153億 9000万円
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3） 市の歳入に対する清掃出費の比率

1998年のサント・ドミンゴ市の見込み歳入額に対する年間清掃出費見込み額（注）の比率

は 21％である。同比率は 1991年では 36％であった。1998年の見込み清掃出費額は 1991

年の 3.6倍である。一方、市の歳入はこの間６倍に増加した。この結果、清掃出費の対

歳入比率は上記のとおり低下した。すなわち清掃出費負担比率は財務的には低くなって

いる。

注：年間清掃出費見込み額は現金ベースのサント・ドミンゴ市の出費である。処分場の

施設償却費、国が支払っている Dixiへの委託費は含まない。

表３－９　1998年サント・ドミンゴ市年間推定清掃出費と市歳入見込み額に対する比率

1998年 1991年

1. 処分場運転費用（委託費）（注a） 3840万ペソ

2. 収集委託費用（Colimec社への支払い）（注b） 5090万ペソ

3. 直営収集費用（注c） 4740万ペソ

4. 道路清掃費用（注d） 3460万ペソ

5. 年間清掃出費合計 1億7130万ペソ 4750万ペソ（注e）

6. 年間市歳入予定額 8億ペソ（注f） 1億3290万ペソ（注e）

7. 清掃出費の対市見込み歳入額比率（5/6） 21％ 36％

（注） 上表のデータソースは表３－７および表３－８である。

a. 新処分場のオペレーション費用：320万ペソ／月×12カ月／年＝3840万ペソ／年

b. Colimec社への支払い：４億7678万 1250円／年÷9.374円／ペソ＝5086万 2091ペソ／年

c. 直営収集費用：４億4484万 3750円／年÷9.374円／ペソ＝4745万 5061ペソ／年

d. 道路清掃費用：３億2396万 5000円／年÷9.374円／ペソ＝3455万 9953ペソ／年

e. 1991年の数値のデータソースは1993年３月発行のサント・ドミンゴ市ごみ処理計画基本設計調査報告書（15

ページ）

f. 1998年サント・ドミンゴ市の見込み歳入のデータソースは今回の調査の参加したローカルコンサルタント

の報告書。

（備考）

なお、サント・ドミンゴ市の 1997年のごみ料金収入実績は2191万 6000ペソであった（出

典：Ejeccion PresupuestariaＥＮＥＲＯ－ＤＩＣＩＥＭＢＲＥ 1997. Ayuntamiento del

Distrio Nacional）。これは 1998年の見込み清掃支出費１億 7130万ペソの 12.8％にあたる

額である。残り87.2％は市の他の歳入を財源とすることになる。新処分場の開設を機に、今

後、料金収入の増加を図る必要がある。
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4） 競争入札下における予想価格との比較

サント・ドミンゴ市は処分場建設を競争入札を行わずして、特定業者に発注した。処

分場の運転の委託契約先も入札を経ずして決めようとしている。これらの特定業者は処

分場計画担当者がかかわっている会社である。一般的にはこのような場合、価格はかな

り上昇する。競争入札を経て業者が選定されたならば、契約価格が２／３程度になる可

能性は十分ある。この意味において、業者選定方法はきわめて不適切で、割高な契約額

になっていると思われる。

（まとめ）

処分費用の推定単価 539円／トンは、a.他の都市の処分単価、b.サント・ドミンゴ市

の収集費用、c. 清掃事業費の対ＧＤＰ比および d.清掃出費の対市歳入比率からみる限

り、決して高くはない。したがって、処分の費用効率は高いといえる。しかし、競争入

札というプロセスにより契約業者を選定すれば、さらに安くなる可能性は十分ある。

３－２－５　目標達成度

（1）目標達成の見通し

機材供与を通じて達成されることが期待されていた主目的は衛生埋め立ての導入であっ

た。サント・ドミンゴ市はすでに建設した処分場において、供与機材を利用し、1998年２

月中旬より衛生埋め立てを実施する予定であった（注）。もし計画どおり衛生埋め立てを実施

すれば、機材供与の主目的は達成されることになる。目標が実際に達成されたかどうかの

評価の実施は、埋め立てを開始してから１年後以降に初めて可能となる。

（2）目標達成に必要となった要素（効果発現要因）

サント・ドミンゴ市の場合、期待されている目標（衛生埋め立ての実施）は達成される見

込みが高いが、この目標達成に必要となる要素は行政責任者の関心、資金、組織制度の改

善、技術的インプットの４要素であると考えられる。

（注） 実際には、1998年３月から、埋め立ては実施された。
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表３－ 10　サント・ドミンゴ市処分場導入に必要となった要素

インプット 説　　　明

1. 市の行政責任者（市長）の衛生的ごみ 現市長は処分場の改善に関心を持ち、必要な予算措置を講じた。

処分に対する関心とプライオリティー

2. 資金 新処分場の建設・運転に必要な資金の９％が無償機材供与という形

で日本が負担した。残りはサント・ドミンゴ市が負担する予定。

3. 組織制度の改善 処分の民間委託をアレンジした（委託業者の選定、業者の監督につ

いては新たなマネジメントが必要となる）。

4. 技術（エンジニアリングインプット） サント・ドミンゴ市は担当コンサルタントが提示したデザインを参

考にして処分場を自ら計画した。

（3）目標達成のインセンティブ

以下のことがらが目標達成のインセンティブとなったと考えられる（表３－ 11）。

表３－ 11　サント・ドミンゴ市新処分場建設運転実現に働いたと思われる要素（インセンティブ）

要素（インセンティブ） 内　　容 備　　考

1. 処分場の火災

2. 日本の無償機材供与

3. 市の処分場計画担当者の

個人的利益誘導

公害問題の深刻化、多数の住民からの

苦情が出て、行政が初めて対応措置（今回

は衛生埋め立て処分場の建設）をとること

は、他の国でも珍しくない。

処分場の環境衛生レベルの向上は多く

の処分機材無償供与の目的とされてきた

が、それが実現した例はむしろ少ない。

ドミニカ共和国ではこのような状況に

対する強い批判は起こらないようである。

このように、事業担当者の個人的利益

が、事業実現の大きなインセンティブに

なるケースもあるという事実は、援助プ

ロジェクトにおいても十分認識しておく

必要がある。

1995年１月に処分場で数日間に及ぶ火

事が発生し、その煙が10km離れた市街地

にまで届き、市の１／３の面積が煙に覆

われ大気汚染公害が深刻化した。市民か

ら多くの苦情が寄せられた。これにより

処分場の改善プライオリティーが高く

なったと思われる。

処分場での埋め立て作業に必要となる

重機が供与された。

新処分場の計画担当者（市長の技術顧

問）は新処分場での衛生埋め立ての導入の

推進者の役割を果たした。サント・ドミン

ゴ市は処分場建設の一部の工事（管理施

設、ワークショップ等建設）をこの新処分

場計画担当者が所有する会社に発注した。

サント・ドミンゴ市は処分場の運営管理

をある民間会社（Adoinsa 社）に発注する

予定であるが、この計画担当者はAdoinsa

社の役員でもある。
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３－２－６　プロジェクトの効果

本項ではプロジェクトの効果を次の点から評価する。

（1）処分場に起因する環境、衛生の問題の減少

（2）新衛生埋め立て処分場が他の都市にとりモデル処分場となるか

（3）供与されるメンテナンス機材により機材の稼働率があがり、これによりごみ収集および

埋め立て作業の効率があがったか

（4）技術移転効果

（5）他の事業への影響

このうち（1）、（2）、（3）は当初期待されていた効果である。

（1）処分場に起因する環境、衛生問題の減少

３－２－５項で述べたように、今回の機材供与に伴い期待されていた目的（衛生埋め立て

の導入）は達成されようとしている。もし衛生埋め立て処分場の運転が開始されれば、期待

されていた効果のうち処分場に起因する環境衛生問題の減少は実現されるはずである。処

分場に起因する環境、衛生問題とは、

1） ごみの発火、発煙、悪臭による健康被害

（通常の被害者は処分場作業員、周辺住民であるが、1995年の処分場火災のときは市街

地に住む住民も被害を被った。）

2） ごみが十分覆土されないことによる、作業員などへの病気の伝染

3） 浸出液による水質汚濁

上記問題のうち1）と 2）は、予定されている毎日覆土の実施および敷設されたガス抜きパ

イプ（発火や爆発の原因となるガスを逃がす目的の施設）により解決される。

（備考）

サント・ドミンゴ市の新処分場は浸出液の集水管は敷設されたものの、集められた浸出

液は蒸発を目的とする池に入り、最終的には市街地に通じる川に放流される予定である。

浸出液の処理施設は高額な費用がかかるが、市の担当者によれば次に建設する処分場にお

いて設置される予定である。また設置する浸出液処理施設は、今回建設された処分場から

出る浸出液の処理にも使用される予定である。

（2）新衛生埋め立て処分場が他の都市にとりモデル処分場となる

上記の効果が発揮されるとしたら、それは数年後であろう。今回建設された新処分場が
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ドミニカ共和国にとって初めての衛生埋め立て処分場である。他の都市の人々に対し衛生

埋め立てとはいかなるものかのアイデアを与える効果は十分ある。

しかし、衛生埋め立てを他の都市へ普及するためには、より低コスト化を図る必要があ

る。低コスト化は①運営方法（委託会社を競争入札により選定すること）、②処分場のス

ペックの変更により可能となる。

いうまでもなく、ごみ処分の適正レベルは都市の財務状況、処分場の地形、地質などの

自然条件により大きく異なる。

（3）供与されるメンテナンス機材により機材の稼働率があがり、これによりごみ収集および

埋め立て作業の効率があがるという効果

供与されたメンテナンス用の機材は、新処分場のワークショップで使用されることが予

定されている。処分用機材の稼働率向上には役立つことが期待できるが、収集機材のメン

テナンスには使用される予定ではないので、収集車両の稼働率向上の効果は期待できない。

（4）技術移転効果

サント・ドミンゴ市は担当コンサルタントが非公式に用意したデザインに基づき、衛生

埋め立て処分場を計画し建設した。衛生埋め立て技術には、衛生埋め立て処分場建設の技

術と処分場の運転技術の２つがあるが、このうち少なくとも処分場建設技術は移転された。

この技術移転は当初予期していたことではない。しかし備考で述べた状況を考慮すると、

この技術移転は大変意義があると思われる。

（備考）

衛生埋め立て処分場の建設そのものは、カウンターパートの責務には入っていなかった。

衛生埋め立ての実現が本無償機材供与が目的とするところであったわけだから、衛生埋め

立て処分場建設がカウンターパート責務リストに入っていないことは矛盾である。しかし、

処分場機材の無償供与事業においてカウンターパートが衛生埋め立て処分場を建設した例

は、このサント・ドミンゴ市を除いてはないと思われる。

（5）他の事業への影響

新処分場の資金をどのように捻出するかは不明である。サント・ドミンゴ市が提供して

いる他のサービスに影響がある形で資金を捻出するのであれば問題であるが、それを判断

するための情報はないため、追跡調査を行って確認する必要がある。
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３―２―７　自立発展性

今回の事業の場合、自立発展性とは主体者であるサント・ドミンゴ市が自ら建設した衛生埋

め立て処分場を今後運転管理し、使用期間が過ぎたら、次の衛生埋め立て処分場を建設、運転

することである。このために必要な要素は資金と技術である。

（1）資金面

サント・ドミンゴ市は新処分場を自己資金によりすでに建設し、処分場担当者によれば、

処分場運営のための民間委託費用の予算（月に 320万ペソ）も確保したとのことである。こ

の予算が問題なく捻出できるのであれば、委託の継続性は確保される。多くの援助がカウ

ンターパート資金の不足により、援助の当初目的が達成できないケースが多いなかで、サ

ント・ドミンゴ市が処分場を建設し、（処分場計画担当者によれば）その運転のために十分

なカウンターパート予算を用意したことは評価に値する。

将来の処分場用機材の更新は、処分場運転を委託された業者の責務にするのが妥当であ

る。この場合委託業者は、必要な機材をレントすると思われる。

しかし、この財源をいかに確保するのかは現時点では不明である。もし財源措置が伴わ

なければ、処分委託が継続できない可能性がある。サント・ドミンゴ市は市のプライオリ

ティーおよび期待される歳入額の見地から委託費の妥当性を客観的に検討する必要がある。

（備考）

すでに述べたように、新処分場の処分費用（539円／トンと推定）は、衛生埋め立て処分

の費用としては低いが、委託費用が競争入札によりさらに削減できる可能性があるので、

市は競争入札を導入すべきである。特に、中長期的には競争原理によるコスト削減効果は

大きくなるはずである。このような方法によるコスト削減は、市が行うべき他のサービス

を向上することに貢献する。

（2）技術面

衛生埋め立ての技術は高度な技術ではないが、ドミニカ共和国にとって新しい技術であ

る。サント・ドミンゴ市は、基本設計コンサルタントが作成したマニュアルを参考にして

新処分場を建設したとのことであるが、その処分場をみる限り、衛生埋め立てを行う能力

があると思われる。

サント・ドミンゴ市は、すでに供与されたトラックスケール（コンピューター付き）を設

置して 1997年 10月より利用しているとのことである。一般的に、トラックスケールの効果

的な利用のためにはコンピューターのソフト面での理解が不可欠であり、このソフト面の

理解がないために、トラックスケールが活用できない例もある。このことからも、サント・
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ドミンゴ市は必要な技術を持っているスタッフがいることがうかがえる。

（備考）

サント・ドミンゴ市は、埋め立て処分を民間会社に委託する計画であるが、その際重要

なことは、適正な委託契約書（契約条件および埋め立て作業の技術的仕様）、適正な監理で

ある。

３－３　ホンデュラス国首都圏清掃サービス改善計画

３－３－１　案件概要

テグシガルパ市への清掃機材無償供与事業の概要は表３－ 12のとおりである。
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表３－ 12　ホンデュラス国テグシガルパ市への清掃機材無償供与事業の概要

国名 ホンデュラス

受入都市 テグシガルパ（首都圏）

開発調査の実施の有無 機材供与後1998年１月から実施

予測人口 1993年：105万人

1995年：117万人

要請状日付 1991年３月18日

基本設計調査 基本設計現地調査：1992年４/１～４/30

報告書完成：1992年９月

Ｅ／Ｎ締結 1992年11月３日

機材引渡し 1993年11月９日

機材の種類 収集および処分機材

設計監理額 3700万円

機材契約額 ４億9800万円

合計（Ｅ／Ｎ）額 ５億3500万円

期待されていた供与の 1）　機材リース費用の軽減

目的／効果 2）　新たに40万人（目標年次1995年）への収集サービスの提供

3）　マーケット､道路場のごみの排除

コンサルタント 国際航業

サプライヤー 三菱商事

兼松江商

機材リスト 〈処分場用機材〉

・ブルドーザー３

・ホイルローダー２

・ダンプトラック３

〈収集用機材〉

・コンパクター17

・ダンプトラック12

・コンテナ（12m3）11とコンテナ車１

・コンテナ（５m3）８とコンテナ車１

〈維持管理用機材〉

・移動修理車１

・ワークショップ機材一式

・スペアパーツ一式

相手側が行うべき活動 ・供与される重機の保管場所の確保と敷地の整備

・管理事務所の建設

・収集車両の駐車場

・コンテナ設置場所整備

・洗車施設

・部品倉庫

民営化 ごみ収集サービスの一部を委託している。委託業者は６台のダンプトラックを使用。

市は現在40台の収集車を使用。
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３－３－２　機材供与後のテグシガルパ首都圏の対応と供与機材の利用状況

（1）機材供与後のテグシガルパ首都圏の対応

1） ホンデュラス側が行うことになっていたことがらおよび現在の状況

表３－ 13のとおりで、対応状況は不十分である。

表３－ 13　相手国側が行うことになっていたことがらの状況

行うべきことがら 評価調査時（1998年２月）の状況

1. 管理事務所 　完成され、かつ使用されている。

2. 部品倉庫とワークショップ 　新しいものは作られなかった。機材供与前に事務所として使っていたス

ペースを部品倉庫として使用している。

　ワークショップのスペースは、以前はコンクリートが敷かれていたが、

現在は土間になっており、後退している。

3. 洗車場 　評価調査団が訪問した1998年２月時点では建設が中途で終わっていて、

完成していなかったが、３月に完成したとの報告を受けた。

4. 供与されたコンテナの設置場所の整備 　コンテナはすべて設置されている。

2） 供与機材の稼働利用状況

供与機材の稼働利用状況は表３－ 14のとおりである。
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表３－ 14　供与機材の稼働、利用状況

供与機材 数量 稼働、利用状況（1998年２月時点）

Ａ．処分場用機材 ３ ３台のうち１台は良好。１台は不調だが使用している。１台

１. ブルドーザー が供与後すぐに故障して、現在も使用不可の状況。詳細状況

は表３－15を参照。

２. ホイルローダー ２ １台は良好で処分場で使用。もう１台はダンプトラックへの

ごみ積み込み用に使用している。このホイルローダーは調査

時点ではワークショップでターボを修理中であった。

３. ダンプトラック（覆土運 ３ ３台とも良好。１台は目的どおりに使用されているが、残り

搬用） ２台は市内でごみ収集に使用されている。

Ｂ．収集用機材 17 １台が供与後、まもなく事故で破損。それ以降使用していな

４. コンパクター車 い。残り16台は目的どおりに使用されている。

５. ダンプトラック 12 すべて稼働して、目的どおりに使用されている。

６. コンテナ（12m3） 11 すべて目的どおり使用されている。

７. コンテナ（12m3）用車両 １ 目的どおり使用されている。

８. コンテナ（8m3） ８ すべて目的どおり使用されてる。

９. コンテナ（8m3）用車両 １ 目的どおり使用されている。

Ｃ．維持管理用機材 １ 処分場のブルドーザー修理用として使用されている。

10. 移動修理車

11. ワークショップ機材 １式 全部で９パッケージ（木箱）のうち、２箱が開かれ使用されて

いる。残り７箱は1998年２月時点では未開封であったが、３

月時点で開封された。

12.　スペアパーツ １式 必要に応じて使用されている。

注：未開封の木箱に入っているものは次のとおり：各種工具、ポータブル門型クレーン、塗装用機材（スプレーガン、

エアスプレイ、スプレイマスク、換気扇）、給油脂機材、排油機、エアコンプレッサー、空気圧調整機材、車両タ

イヤ交換機、作業机、電動チェーンブロック、トランスミッションジャッキ、フレームリフト、テーブルリフト、

その他荷役整備用機材。
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表３－ 15　ブルドーザーの詳細状況

処分場用機材 現在の状況 これまでの状況

ブルドーザー１ 良好。使用している。 問題なし。

ブルドーザー２ パワー不足だが、使用している。 1997年１月ごろから油圧系統（油圧ポンプ）が故障

しておよそ７カ月間使用していなかった。

　Mr. Hueteが清掃部長になり修理して使用できる

状態になったが、現在も調子はよくなく、パワーが

出ない。モーターの回転を上げて運転している。

ブルドーザー３ ３年前から使用していない。 ３年前シリンダーポンプが故障した。新しいポンプ

を入手して取り替えたが､その際シリンダーヘッド

が破損した。1997年12月代理店よりある部品を購入

し取り付けた。ホース２本も修理した。しかし破損

したシリンダーヘッドはまだ直っていない。また、

サーモスタットのカバーがまだ入手できていない。

これからこれらが代理店で入手できるかチェックす

る。

　代理店の話：ラディエーターに液体が入ってない

状態で運転した。熱くなっているところに水を入れ

てシリンダーを壊した。このことは絶対すべきこと

でないとして講習会のときに言ったが、それをして

しまったので、無料修理はできない。有償ならでき

るが、市はそれをリクエストしていない。

上表のとおり、供与機材のうち、故障で長期間使用されていないのは、ブルドーザー１台、収

集用コンパクター車１台。ブルドーザーは基本から外れた運転方法により故障、コンパクター車

は事故で破損した。使用されていないのはワークショップ用機材９箱のうち７箱。これらは 1998

年２月時点では未開封であった。1998年１月に市長に就任したカステジャノス新市長は調査団に

対し、これらの未開封の箱を開け、市のインベントリー（財産目録）に加える作業を行うと述べ、

３月にその作業を実施した。

清掃部長の話によれば、清掃部でこれらの機材を使う前に市の監査責任者が来て、箱を開き機

材をチェックして、市の財産目録に入れる手続きをしなければならないが、この手続きを監査責

任者が行わなかった。このような状態のまま放置したのは、結局、以前の２人の市長が清掃事業

に関心がなかったからではないかとのこと。
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３－３－３　プロジェクトの妥当性

（1）受入国のプライオリティーとプロジェクトの妥当性

事後評価調査を行った 1998年２月時点ではメンテナンス用の機材のパッケージ９個のう

ち７個未開封であった事実などから考えると、要請時のテグシガルパ市の清掃プライオリ

ティーと関心が高かったとは言い難い。当事者が高いプライオリティーをおいているか否

かは機材協力の妥当性判断の重要ポイントである。なぜなら、特に清掃事業の場合は、機

材を使用してごみを収集するコスト、機材の維持管理コストが高額であるため、当事者が

強い意欲を持たなければ事業は継続しないからである。相手側の関心が高くない事業に対

し機材協力を実施したのでは、機材供与決定の妥当性は高いとはいえない。

（2）基本設計における妥当性

供与された機材は、収集機材と処分用機材、およびメンテナンス用の機材である。この

うち収集機材は十分活用されているが、処分用機材はその半分が処分目的には使われず収

集のために使用されている。メンテナンス用機材９箱のうち７箱が供与後約４年間未開封

であった。それぞれの問題を以下に述べる。

1） 収集計画と目標

収集計画と収集目標（収集率）の設定は妥当であったとはいえない。前述のとおり供与

された機材はよく利用され、ごみの収集量は２倍近くに増えた。基本設計における計画

では、供与収集機材の大半は市の周辺部（マージナルエリア）の収集に使用される計画で

あった。だが基本設計は、1995年を目標年次にした短期計画を前提にしたため、人口の

急増とマージナルエリアの急激な拡大には対応できず、依然として現在のマージナルエ

リアでの収集は不十分な状況である（もちろん、トラックスケールがないので収集量が正

確に測れないという技術的問題がある）。

マージナルエリアでの収集は、既存システムの延長ではできない。マージナルエリア

における収集を実現するためには、収集の体制（制度）、収集システムそのものを検討し

なければならない。しかし基本設計ではマージナルエリアでの収集体制、システムなど

についての検討は不十分である。にもかかわらず、当時のマージナル地区での収集も含

め100％近い収集率目標を設定している。このような目標設定は非現実的であり妥当では

ない。

今後も収集機材の供与目的として都市におけるマージナルエリアでの収集が掲げられ

ると思われるが、マージナルエリアでの収集を本当に実現しようとするならば、機材供

与の前に、収集体制、システム、体制導入の方法の検討および導入促進活動が必要であ
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る。しかし、このような検討は現在の基本設計の期間、専門家構成ではできない。仮に

できたとしても、検討結果（制度、システム）を相手側が構築するための期間を機材供与

の前に設ける必要がある。

テグシガルパ市では、無償供与後の1998年１月から1999年３月の予定で、廃棄物処理

のための開発調査が実施されている。ごみの収集量、人口のデータがないテグシガルパ

では、このような計画を踏まえて機材供与が行われれば、より効果的であったと考えら

れる。

（備考）

ホンデュラスのある環境ＮＧＯは、チリ、リマなどで成功したマイクロエンタープラ

イズ設立によってマージナルエリアでの収集体制とシステムをテグシガルパに導入しよ

うと計画している。マージナルエリアは山腹が多いので、特別の収集機材（たとえばカー

トなど）が必要である。マイクロエンタープライズを設立しようとするのであれば、企業

家の募集、事業資金調達方法の検討、地元住民との話し合いなど多くの仕事が必要であ

る。

2） 収集機材

前述のように供与機材そのものはよく利用されている。マージナルエリアでの収集の

ためには、戸口収集のための機材（たとえばカート）が必要である。今回の供与機材には

含まれていないが、仮に含まれていたとしても、マージナルエリアでの収集体制とシス

テムが確立していないので、カートを供与しても利用できなかったと思われる。

供与機材のなかにトラックスケールが含まれていなかった。トラックスケールはごみ

収集量を測るために必須の機材である。トラックスケールを有効利用するためには、利

用に関するソフト（コンピューターソフトを含む）が確立されなければならないという問

題はあるが、供与された機材の数量からみる限り、トラックスケール（１基 200～ 300万

円程度）を含めるべきだったと考える。

3） 処分用機材

供与された処分用機材の約半分は収集に使用されている。覆土材掘削に使用される予

定だったホイルローダー（２台のうち１台）はダンプトラックへのごみ積込み用に、覆土

材運搬用のダンプトラック（３台のうち２台）はごみ運搬に使用されている。３台のブル

ドーザーのうち１台は供与後間もなく故障し現在も使用されていない。残り２台のうち

１台は不調であるが使用されている。また 2台の稼働時間はそれぞれ１日３から４時間

程度である。
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供与処分機材の半分しか処分用に利用されない主な理由は、基本設計時に数量を過大

に見積もったからではなく、テグシガルパ市が、計画されていたレベルの処分（覆土活動

など）を行わないために、計画より少ない機材数量で間に合っているからである。事実覆

土活動はきわめて不十分であり、環境衛生上問題である。ただしブルドーザーについて

は現在の処分量からみる限り２台をフル稼働すれば十分な覆土活動ができると思われる。

覆土活動を増やすためにはブルドーザー､ホイルローダーの燃料代がかかるが、予算的

制約からこれまで供与機材をフル稼働させるに必要な燃料が調達されていない。これは

最終的には市の行政者（市長など）による処分場環境対策プライオリティーが低かったこ

とに起因している。

この種の問題はむしろ途上国都市の共通の問題である。処分機材の供与を通じて処分

場の衛生レベルを高めることを意図するならば、基本設計時において、市長が処分場に

起因する環境衛生問題に理解を深めるための対話を行う必要がある。

4） 基本設計時に意図された処分場用機材供与の効果

基本設計においては処分場用機材の供与目的を①埋め立て処分の継続および②重機レ

ンタル費用負担の低減においていた。処分レベルの向上は計画されていなかった。これ

はすなわち、既存の埋め立てを継続するための費用の一部の負担を機材供与に求めると

いうことである。現実的にはこの種の目的のために機材供与が行われるケースは少なく

ないと思われる。このことが妥当かどうかは援助ポリシーによる。調査団としてはこの

ようなケースは本来のあり方ではないと考える。

5） メンテナンス用機材

機材の箱が未開封であったことの最大の理由は、基本設計時における数量の過大見積

もりではなく、前市長の清掃事業への関心が薄かったからである。上記理由以外に、開

封すると（適切な保管体制がないので）盗まれる可能性があり、それを防ぐ必要があった

とある担当者は語った。これらの機材は新市長の指示のもとに 1998年３月開封された。

現在、利用するための準備が行われている。

　　　

（まとめ）　基本設計時において不十分であった点をまとめると以下のとおり。

a） 周辺部（マージナルエリア）での収集体制、体制の導入方法、収集システムについて

の検討が皆無だった（しかし、現在の基本設計調査の枠組みではこの種の検討を十分

に行う期間、専門家がいない。かりに検討ができたとしても、検討結果である提案制

度を構築するための期間が必要である）。
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b） 上記の検討を行わないで目標収集率を 100％近くに設定するのはおかしい。目標設定

こそもっと慎重に行うべきであった。

c） 収集ごみ量計量のためのトラックスケールを含めるべきであった。

d） ブルドーザーは３台ではなく２台で十分であった。

e） 基本設計では処分場用機材の供与効果を既存埋め立ての継続（レベル向上はなし）と

機材レンタル費用負担の軽減としているが、このことは既存の埋め立てを継続するた

めの費用の一部の負担を機材供与に求めるということであり、妥当な目標とはいえな

い。

f） 当時の市長と処分レベルの向上について対話し、処分場の運転費用の増加の必要性

に対する理解を得るべきであった。

３－３－４　実施効率性

本項では、実施効率を次の３つの観点から評価する。

（1）プロジェクトの進捗（機材供与プロセスの効率性）

（2）ごみ収集効率（テグシガルパ市の廃棄物処理計画全体の効率性）

（3）ごみ処分効率（同上）

（1）プロジェクトの進捗

本件はホンデュラス側からの機材要請が1991年３月に出され、基本設計が 1992年３月に

開始され６カ月後の1992年９月報告書が完成した。Ｅ／Ｎが1992年 11月に締結され、1993

年 11月に機材がテグシガルパ市に引き渡された。本件のプロセスは標準的なスピードで、

かつ当初の計画どおり順調に進行したといえる。

基本設計以降の既存のプロセスのスピードはきわめて速い。

要請受理から基本設計開始まで 1年かかっている。これは標準的な長さであるが、この

部分は迅速な行政対応により短縮できる余地があるように思える。

（2）ごみ収集効率

ごみ収集効率を表す最適なインディケーターは１トン当たりの収集単価である。収集単

価は年間の収集費用をごみ収集量で除して求められる。テグシガルパ市の 1997年の清掃予

算に基づき調査団が分析した結果（表３－ 15参照）を使用して計算すると、収集単価は 414

円となる。これに日本の供与収集機材の調達費用を加算すると約 600円／トンとなる。こ

れはきわめて低い単価である。単価の算出根拠となる収集ごみ量は清掃部によると 600ト



- 58 -

ン／日であるが、過大推定の可能性がある。しかし、仮に収集ごみ量を 400トン／日とし

ても、収集単価は 900円となり、依然として低い単価である。

したがって、収集の費用効率はきわめて高いといえる。すなわち、少ない資金で多くの

ごみを収集しているといえる。

表３－ 16　テグシガルパ市の 1997年清掃予算（計画）

ペソ 円

1. ごみ収集 950万 8990ペソ 9071万 5764円

2. 道路清掃 451万 4445ペソ 4306万 7805円

3. 処分 75万 4334ペソ 719万 6346円

4.合計（1.＋ 2.＋ 3.） 1477万 7769ペソ １億 4097万 9915円

１ペソ＝9.54円で換算

（3）ごみ処分効率

収集サービス単価の推定方法と同じ方法で処分サービス単価を求めると、33円／トン、

日本からの供与機材の調達費用を含めると 124円／トンであり、きわめて低い。このレベ

ルの費用で、満足できる質の処分が行われているならば、大変よいが、テグシガルパの場

合、処分レベル（質）は低い。覆土が不十分で、発火、発煙がみられる。環境衛生対策はき

わめて不十分である。したがって、処分効率が高いとはいえない。

処分レベルの不十分さは処分費用の対地域ＧＤＰ比率をみてもわかる。表３－ 17に示さ

れているとおりテグシガルパの同比率は 0.03％ときわめて低い。全体の清掃費用の対地域

ＧＤＰ比率も 0.23％で途上国としては非常に低いといえる（これらの数字には日本の供与

機材のコストも含めてある）。
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表３－ 17　テグシガルパ市の年間清掃費と対ＧＤＰ比率

ホンデュラス国テグシガルパ市（1997年）

費用 対地域ＧＤＰ比

1. 収集費 １億3750万円 0.15％

2. 道路清掃費 4310万円 0.05％

3. 処分費用 2730万円 0.03％

4. 清掃費合計（1.＋2.＋3.） ２億790万円 注1 0.23％

5. 都市のＧＤＰ推定 900億円 注2 100.00％

注１：テグシガルパ市清掃費用２億790万円のうち6690万円（清掃費の32％）は日本の無償機材の年間費用相当分であ

る。6690万円の70％を収集費用に、30％を処分費用に割り振った。表の1. 2. 3.は表３－15の金額をベース

に日本の無償機材の価値を上乗せした。

注２：テグシガルパ首都圏の都市ＧＤＰ推定

仮定：人口100万人、１人当たりのＧＤＰを720ＵＳドル（ホンデュラスの１人当たりＧＤＰの1.2倍）と仮定し

た。

計算：720ＵＳドル／人×100万人×125円／ＵＳドル＝90億円／年

日本からの供与機材（ブルドーザー３台、ホイルローダー２台、ダンプトラック３台）の

うち、実際に処分場で使用されているのはブルドーザー２台、ホイルローダー１台、ダン

プトラック１台である。これらのうち主要な機材であるブルドーザーの使用時間は１台に

つき３～４時間／日で少ない。使用時間が少ない直接的理由は燃料供給量が不十分なこと

である。燃料供給が不十分である直接的理由は処分予算が不十分であるからだが、それは

清掃事業、とりわけ処分事業に対するテグシガルパ市のプライオリティーが低かったから

といえる（しかし、清掃部長は、供給されている燃料は１台につき十分ある、足りなくなる

のは作業員が盗むからとコメントしていた）。

収集サービスの場合、サービスレベルを落とすと、すぐに未収集ごみが溜まり、サービ

ス低下がすぐに市民にも知られてしまう。これに対し処分サービスの場合、サービスレベ

ルを落としても、すぐには市民に影響が出ない。しかし不十分な処分は中長期的には環境

衛生問題を起こす。テグシガルパ市の場合、供与された機材を十分に利用すれば、処分レ

ベルはある程度満足できるレベル（発火、発煙を防げるレベル）まであがるはずである。

（まとめ）

テグシガルパ市の廃棄物処分のトン当たり費用はきわめて低いが、処分の費用効率が高い

ということではない。処分レベルが低く環境衛生問題が起きており、処分レベルの向上が必

要である。テグシガルパ市の処分場では供与した機材の半分以上が意図されていた目的に使
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用されなかったり、または使用時間が不十分である。供与機材の利用という基礎的要件も満

たされていない。基礎的目的が達成されていないので、処分効率を論じる意味が薄い。

３－３－５　目標達成度

（1）収集

供与された収集機材の利用目的は廃棄物を収集することである。この目的の達成度を最

も直接的に示すインディケーターはごみの収集量である。しかしテグシガルパ市にはト

ラックスケールがなく、ごみの計量は行われていない。テグシガルパ市はこれまで収集車

の容量、トリップ回数をもとに収集量を推定している。このような推定は実際のごみ量と

大きくずれることは普通である。大抵の場合、推定値はトラックスケールでの実測値より

高い。30％から 50％多く見積もることもまれではない。

参考のためこの推定値を示す。テグシガルパ市によれば現在（1998年２月）市が収集して

いるごみ量は平均 600トン／日である。基本設計報告書は 1992年の収集量を 310トンと推

定している。現在の収集量は６年前の約倍である。推定値そのものの精度は信頼できるも

のではないが、同じ方法で推定しているので、倍になったことはかなり信頼できる。６年

間で収集量が倍になったことは都市の環境衛生、美観の観点から大きな意味がある。

基本設計では 1998年時点の供与機材による収集量を 650トン／日としている。清掃部に

よる現在収集ごみ量推定値が正しいとすれば、供与機材による現在の収集量はおおむね計

画どおりである。

（まとめ）

供与機材はおおむね期待されていたごみ収集量の増加をもたらし、その結果、テグシガル

パ市における急速な収集改善に貢献したといえる。

しかし、ごみ収集サービスが依然として提供されていない地区（マージナルエリアの大半）

が存在することも重要な事実である。

３－３－６　プロジェクトの効果

プロジェクトの効果を示す最適なインディケーターは収集サービス人口の増加である。しか

し、これを示す信頼できるデータはない。テグシガルパ市の人口そのものについての推定値も

複数ある。一番小さな推定値は 80万人、大きな推定値は 120万人である。

機材供与後の収集ごみ量の増加（310トン／日から 600トン／日への約 94％増）に基づき、さ

らに１人当たりのごみ排出量が供与後10％程度増加したと仮定すると、収集サービス人口は84

％増加したと推定できる。（94％÷ 1.1＝ 84％）
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（備考）

供与前のサービス対象人口は基本設計報告書によれば 52万人である。これはごみ収集量デー

タに基づき推定したものであるが、収集量データの信頼が乏しいので、それに基づいて推定し

たサービス対象人口の信頼性も乏しい。

重要なポイントは次のようにまとめることができる。

（1）本プロジェクトの効果は収集サービス対象人口（受益者）の増加により表される。ごみ量

増加のデータをもとに、サービス対象人口が84％増加したと推定でき、したがって大きな

効果があったといえる。

（2）このように収集量や収集サービス対象人口が急増した理由（効果発現要因）は、マージナ

ルエリア以外（すなわち市の中心に近い地区）においても、機材供与前は未収集ごみがたく

さん存在していたことによると思われる。

（3）収集量やサービス対象人口は急増したものの、依然として現在のマージナルエリアに住

む住民の大半は収集サービスを受けていない事実を重視すべきである。

（4）処分場での埋め立てはきわめて不十分なレベルであるが、その最大の原因（効果阻害要

因）は前の市長が処分場に起因する衛生環境問題に高い関心を持っていなかったことであ

る。埋め立て処分の不十分な予算はその現れである。

（5）新しい市長は前の市長に比べテグシガルパの環境衛生の向上に関心があり、今後清掃事

業が改善される可能性がある。一般的に、新市長が清掃事業に高い関心を持つことは重要

な効果発現要因である。

３－３－７　自立発展性

本プロジェクトの場合、自立発展性とは、今後清掃サービスが質、量ともに向上し、かつ清

掃財務的に継続することである。テグシガルパ市の場合、この点大きな不安がある。1997年の

テグシガルパ市の清掃予算の総額は約１億 4000万円である。予算のほとんどは人件費や燃料代

に充てられ機材購入予算はほとんどない。この状態では、数年後に供与機材の買い替えをしな

ければならないとき、それができない。収集および処分用機材の更新に約年平均１億円程度必

要である。すなわち、現状の清掃サービスのレベルを維持するだけでも、清掃予算を２億 4000

万円以上にする必要がある。これができない場合はサービスレベルを低下せざるを得なくなる。

民間委託により一時的に多額の購入支出をしなけれならない状況を回避することはできるが、

その場合においても委託費を確保する必要がある。
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（まとめ）

現在のテグシガルパ市は機材買い替え予算がほとんどない。このままではサービスレベルの低

下をきたす。清掃予算の増加が急務である。テグシガルパ市への清掃機材の無償供与は、供与機

材の使用期間中における収集サービスの拡大を可能にしたが、一方、機材供与に頼り、清掃事業

の継続発展に必要な清掃予算（清掃料金収入）増加の努力を遅らせる結果になったともいえる。
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第４章　案件の横断的比較と評価

４－１　中南米向け清掃機材無償供与概要

日本がこれまで中南米地域において行った清掃機材無償供与対象国（都市）は表４－１のとおり

である。

表４－１　中南米における清掃機材無償供与実施対象都市

国 都　　市 機材供与引渡し時期 Ｅ／Ｎ供与額

1. ペルー（１回目） リマ市 1986年３月 8.57億円

2. エル・サルヴァドル（１回目） サン・サルヴァドル首都圏15都市 1988年 5.65億円

3. ボリヴィア ラパス市 1991年３月 5.95億円

4. ペルー（２回目：フォローアップ機材） リマ市 1991年 1.89億円

5. ニカラグァ マナグア市 1993年 4.03億円

6. グァテマラ グァテマラ首都圏 1993年４月 3.09億円

7. ホンデュラス テグシガルパ首都圏 1993年11月 5.35億円

8. ボリヴィア（１期分） サンタクルス、エリアルト 1994年11月 11.34億円

9. ボリヴィア（２期分） スポトシ、タリハ、ドリニタ、トリニダ 1994年 6.02億円

10. エル・サルヴァドル（２回目） サン・サルヴァドル首都圏15都市 1996年３月 7.54億円

11. ドミニカ共和国 サント・ドミンゴ市 1996年12月 3.21億円

12. ペルー カジャオ市 1997年２月 7.36億円

合計：７カ国 70.00億円

中南米における最初の清掃機材無償供与は 1986年ペルーの首都リマに対して行われた（Ｅ／Ｎ

締結は1994年）。それ以来、７カ国（ペルー、エル・サルヴァドル、ボリヴィア、ニカラグァ、グァ

テマラ、ホンデュラス、ドミニカ共和国）に対し、12の交換公文（Ｅ／Ｎ）を通じ70億円相当の清

掃機材を供与した。清掃機材の中身は収集機材（コンパクター、ダンプトラック、コンテナ車、コ

ンテナ等）および処分機材（ブルドーザー、ホイルローダー等）である。

対象都市は上記７カ国のそれぞれの首都圏、およびその隣接都市である。ごみ問題が大きな都

市問題であることを示している。

それぞれの対象国におけるそれぞれの無償供与事業の概要を表４－２から表４－５にまとめた。

ドミニカ共和国およびホンデュラスの事業は、第３章の表３－１および表３－ 12 のとおりであ

る。
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表４－２　清掃機材無償供与事業（ペルー）の概要

国名

受入都市

本格調査

予測人口

要請状日付

基本設計調査

Ｅ／Ｎ締結

機材引渡し

機材の種類

設計監理額

機材契約額

合計（Ｅ／Ｎ）額

期待されていた供

与の目的／効果

コンサルタント

サプライヤー

機材リスト

相手側が行うべき

活動

民営化

その他

ペルー

リマ（１回目）

なし

現地調査：1984年９/24～10/14

1985年３月25日

1986年３月

収集および処分用機材

8億5700万円

特に市北部のごみ処理を行う

八千代エンジニアリング

兼松江商と三菱商事

〈処分用機材〉

・ホイルローダー

・ブルドーザー

・トレーラー

〈収集用〉

・コンパクター

・ごみ用ダンプトラック

記述なし

機材受入先はリマ清掃公社

事務所所見（1991年１月）：機材の故

障、スペアパーツ不足によりごみ収

集量が低下。1988年35万トン、1989

年32万トン、1990年29万トン、その

後も収集ごみ量は低下。10年後の車

両稼働率は70％であった

ペルー

リマ（２回目）

なし

現地調査：1990年８月

1990年11月６日

収集機材

1億8900万円

老朽化した収集機材の一部更新

兼松江商ほか１社

〈収集用機材〉

・ダンプトラック

・コンテナ車

・トラクター

記述なし

機材受入先はリマ清掃公社

このフォローアップ機材（主に交換

部品）の供与後もさらなる交換部品

の供与をリクエストした

ペルー

カジャオ市

なし

1995年：150万人（うち昼間流動人口

60万人）

2000年：172万人

現地調査：1995年10月24日～11月27日

報告書完成：1996年２月

1996年３月

1997年２月

収集機材および処分用機材

3680万円

6億9920万円

7億3600万円

1） 1995年収集ごみ400トン／日

（発生量の43％）を2000年時点で

1020トン／日（発生量の87％）を

収集する（市街地で90％、貧困地

区で75％）

2） 市内のごみ堆積の解消

3） 覆土の実施で処分場の衛生レベ

ルを向上する

八千代エンジニアリング

三菱商事

〈収集機材〉

・コンパクター車（15m3）26台

・ダンプトラック（10m3）20台

・散水車（10m3）３台

・ピックアップトラック３台

〈処分場用〉

・ブルドーザー２台

・ホイルローダー５台

・バックホー１台

・トラックスケール１台

・ワークショップ建設、アクセス道路

計1億3000万円相当

機材購入予定額6億9900万円に対し、

落札価格は4億9600万円。差額約2億

300万円でコンパクター６台、散水

車１台、スペアーパーツを追加購入

した
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表４－３　清掃機材無償供与事業（ボリヴィア、グァテマラ）の概要

国名

受入都市

本格調査

予測人口

要請状日付

基本設計調査

Ｅ／Ｎ締結

機材引渡し

機材の種類

設計監理額

機材契約額

合計（Ｅ／Ｎ）額

期待されていた供

与の目的／効果

コンサルタント

サプライヤー

機材リスト

相手側が行うべき

活動

民営化

その他

ボリヴィア

ラパス市

なし

時前調査現地調査：1988年５月

1989年６月22日

1991年３月

収集機材

5億9500万円

ごみ収集率の向上による都市衛生状況の改善

三井物産ほか２社

〈収集用機材〉

・コンパクター15台

・コンテナ車６台

・ダンプトラック６台

・コンテナ40台

・トレーラー６台（中継用）

・トラクタートラック３台

・ピックアップトラック２台

〈処分場用機材〉

・ブルドーザー２台、ほか

記述なし

1991年に市清掃公社（ＥＭＡ）を設立した。ＥＭＡは民

間会社（Starco）に委託した。委託単価は約20ドル／ト

ン。全体清掃人員が1000人から420人に激減した。機材

稼働率はほぼ100％。清掃事業費も低減した

ごみ収集率は50％から80％に増加した。ごみ料金の電

気料金への上乗せを実施した。現在の料金徴収率は90

％以上である

グァテマラ

グァテマラ市（首都圏）

1990年６月から1991年９月

1990年：153万人

1995年：179万人

基本設計現地調査：1992年１/６～１/25

報告書完成：1992年４月

1992年５月15日

1993年４月

収集および処分用機材

3548万4000円

2億7351万6000円

3億900万円

1） 市の周辺地区人口の80％に相当するおよそ30～35

万人に対し収集サービスを提供する

2） 不法投棄により堆積したごみの収集

3） トレボル処分場の発火、発煙を食い止める（処分

場から出た煙が、交通渋滞、大気汚染を引き起こし

ている）

（株）ＣＲＣ総合研究所

（株）環境工学コンサルタント

三菱商事（57％）

伊藤忠商事（43％）

〈処分用機材〉

・ホイルローダー２（キャタピラ米国）

・ブルドーザー４（小松）

・土砂用ダンプトラック４（覆土運搬用）（日野）

〈収集用〉

・ごみ用ダンプトラック10（日野）

記述なし

収集の民間委託が行われている

基本設計書では電気・油圧関連機器および処分場の専

門家それぞれ１名の派遣が望ましいと提言
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表４－４　清掃機材無償供与事業（ボリヴィア）の概要

国名

受入都市

本格調査

予測人口

要請状日付

基本設計調査

Ｅ／Ｎ締結

機材引渡し

機材の種類

設計監理額

機材契約額

合計（Ｅ／Ｎ）額

期待されていた供

与の目的／効果

コンサルタント

サプライヤー

機材リスト

相手側が行うべき

活動

民営化

その他

ボリヴィア（１期分）

２都市：サンタクルス、エルアルト

施主名：地域開発基金（ＦＮＤＲ）

なし

1992年：105万人

2000年：156万人

基本設計現地調査：1992年10/18～11/21

報告書完成：1993年３月

1993年３月12日

1994年11月15日～28日

収集および処分用機材

5398万5000円

10億8001万5000円

11億3400万

1） 1992年時点収集量191トン／日（発生量の43％）で

あるのに対し、目標年次2000年には648トン／日（発

生量の95％）収集する

2） サンタクルス市の処分場を衛生的な埋め立て地に

向上させる

環境工学コンサルタント

三菱商事

〈収集用機材〉

・コンパクター（14m3）11台

・ダンプトラック36台

・コンテナ車（10m3）12台 ・コンテナ車（4m3）27台

・コンテナ（10m3）79台 ・コンテナ（4m3）241台

・道路清掃車２台

〈処分場用機材〉

・ブルドーザー１台

・転圧整地車１台

・ホイルローダー１台

・トラックスケール１台 ・小型トラック５台

記述がない。ＦＮＤＲの試算では、運転資金、用地代

を市が負担する

ＦＮＤＲは各都市の民間委託が最適オプションと考

え、両市は委託を実施した

1） 供与機材を受け取るＦＮＤＲは各都市に有償で貸

与する。ＦＮＤＲが得る貸与収入は６都市の清掃事

業基金にしたい意向

2） 1993年５月から、ごみ料金を電気料金請求書に併

記する

ボリヴィア（２期分）

4都市：オルロ、ポトシ、タリハ、トリニダ

施主名：地域開発基金（ＦＮＤＲ）

なし

1992年：105万人

2000年：156万人

基本設計現地調査：1992年10/16～11/24

報告書完成：1993年３月

1993年６月17日

1994年

収集および処分用機材

6億200万円

現在平均が45％である収集率をあげて都市衛生状況を

向上する（目標収集率の記載なし）

環境工学コンサルタント

三菱商事

伊藤忠

〈収集用機材〉

・コンパクター８台

・ダンプトラック18台

・コンテナ車（10m3）７台 ・コンテナ車（4m3）３台

・コンテナ（10m3）35台 ・コンテナ（4m3）17台

・道路清掃車３台 ・無線装置３機

・バイク６台

〈処分場用機材〉

・ブルドーザー４台 ・転圧整地車１台

・ホイルローダー４台 ・トラックスケール４台

・小型トラック４台 ・発電機

記述がない。運転資金、用地代を市が負担する

1995年時点では少なくともオルロ市は収集の民間委託

を実施した

1995年では機材の利用率は高い
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表４－５　清掃機材無償供与事業（エル・サルヴァドル）の概要

国名

受入都市

本格調査

予測人口

要請状日付

基本設計調査

Ｅ／Ｎ締結

機材引渡し

機材の種類

設計監理額

機材契約額

合計（Ｅ／Ｎ）額

期待されていた供

与の目的／効果

コンサルタント

サプライヤー

機材リスト

相手側が行うべき

活動

民営化

その他

エル・サルヴァドル

サン・サルヴァドル市

なし

1992年151万人

1988年11月１日

ごみ収集機材

5億6500万円

現状の収集率35％を上げて、都市衛生を向上させる

伊藤忠

兼松江商

〈収集機材〉

・コンパクター56台

・ダンプトラック８台

・コンテナ94台、ほか

記述なし

民営化の計画はない

［収集率］

機材供与前： 35％

供与直後（1989年）： 95％

３年後（1992年）： 55％

６年後（1995年）予測： 37％

エル・サルヴァドル

サン・サルヴァドル首都圏

（サン・サルヴァドル市を含む15市）

なし

1992年151万人

1995年165万人

1993年

時前調査現地調査：1994年９/19～２/23

報告書完成：1994年11月

1995年３月20日

1996年３月28日

収集および処分用機材

3740万円

7億1630万円

7億5370万円

1） この機材供与により、未収集ごみ、すなわち1995

年時点で710トン／日（予測発生量の63％に相当）の

すべてを収集する

2） 埋め立て処分を行う

3） 維持管理機材は1998年に供与した機材のメンテナ

ンスにも利用する

国際協力システムが事前調査の役務提供をした

三菱商事（車両系）

住友商事（建設機材系）

〈収集用機材〉

・コンパクター84台

・ダンプトラック２台

・コンテナ（２ｍ3）189台

・無線機４台

〈処分場用機材〉

・バックホー１台

・埋め立て用転圧機（20トン）：２

・モータースクレーバー：２台

・ダンプトラック２台

・修理工作車：１台

・トラックスケール：２機

記述なし

民営化の計画はない
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４－２　機材利用状況

事後現況調査によれば、供与された機材はどの対象都市でもおおむねよく利用されている（利用

率が高い）。多くみられる問題はメンテナンス体制不備、スペアパーツ不足である。ペルーのリマ、

エル・サルヴァドルのサン・サルヴァドル首都圏15都市ではこの問題および機材の買い替えが十

分でないため、機材供与後しだいにごみの収集率が低下した（もちろん供与直後は供与前に比べ収

集率はあがった）。

リマでは最初の機材供与が 1986 年に行われ、５年後にはスペアパーツなどを中心とするフォ

ローアップ機材供与が行われたが、リマ市はその後もフォローアップを再要請した。機材買い替

え不足により、収集率が最も顕著に低下したのはサン・サルヴァドル首都圏である。収集率は供

与前 35％、供与直後（1989年）95％、供与３年後（1992年）55％、供与６年後（1995年）の予測：37

％。このためサン・サルヴァドル首都圏は２度目の機材供与を要請し、1996年に機材が引き渡さ

れた（備考：これらの数字はすべて推定値と思われる。収集率が 35％から 95％に上昇するために

は、単に機材の数量が増えるだけでなく、収集体制およびシステムそのものが改善される必要が

ある。供与後これらがすぐに改善できたという報告はない）。

供与機材が最もよく利用されたのはボリヴィアである。機材供与を受けたラパス、および６都

市（サンタクルス､エルアルト、オルロ、ポトシ､タリハ､トリニダ）はそれぞれ市清掃公社を設立

し、収集サービスは民間委託した（1995年末時点では依託実施が確認されていない都市もある）。

清掃公社は委託サービスの管理監督を行っている。供与機材は有料で委託会社に貸与され、委託

会社は市清掃公社より収集サービスに対する対価（約20ＵＳドル／トン）を受ける。ラパスでは市

が供与機材を多少利用した後に委託会社に貸与したので、修理責任問題があったようである。し

かし、機材は委託会社により非常によく利用されている。収集率は供与前は 50％であったが、供

与後（民間委託後）80％に増加し、さらに1997年のローカルコンサルタントによる事後評価では87

％に増加した。

一般的にいえば、収集機材（コンパクター、ダンプトラック、コンテナ）は稼働率が高いが、処

分機材（ブルドーザー等）は稼働率が低い。またブルドーザーなどの重機の場合、故障後の修理・

利用率が低い。エル・サルヴァドルの場合６台のブルドーザーは供与４年後３台が故障して稼働

していない。これは重機の修理費が高いことおよび利用のニーズが収集機材に比べ低いことが原

因と考えられる。ペルーのリマでは供与 10年後の収集車両の稼働率は 70％であった。

４－３　効果

収集機材供与において期待される直接的効果とは、ごみ収集量の増加である。ＪＩＣＡ事務所

による事後現況調査によれば、機材供与対象都市では供与機材の使用後は、収集量が増加し、ブ

ラックポイント（ごみ堆積場所）の数が減少し、都市の衛生環境状態がよくなった。
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事後現況調査による効果の測定はたいてい定性的である。ラパスのみ定量的なデータがある。

すなわち、収集率（ごみ量ベース）が供与前の50％から供与後80％にあがり、さらに民間委託後87

％になったとの報告がある。テグシガルパの場合、本評価ミッションは、供与後の収集ごみ量が

供与前に比べ 1.9倍に増えたと推定している。

収集量は機材の数と稼働状況に密接にリンクしている。稼働状況はメンテナンス体制および管

理体制（民間委託／直営）によって大きく変わる。

処分場のおける埋め立ての状況については、在外事務所による事後評価においてはほとんどモ

ニタリングされていない。

４－４　効果発現要因

本節では、効果発現要因として特に注目に値する次のことがらを取り上げる。

（1）市行政責任者（市長）の清掃事業への関心

（2）供与先としての地域開発基金（ボリヴィアの６都市への機材供与の場合）

（3）民間委託

（4）清掃料金徴収方法

（5）マイクロエンタープライズ

（1）市行政責任者（市長）の清掃事業への関心

サント・ドミンゴ市やテグシガルパ市の例をみると、市長が清掃事業に関心があるかない

かが清掃事業に大きな影響を及ぼす。市長の高い関心は清掃事業に変化（改善）をもたらす最

大の要因であるといえる。

（2）供与先としての地域開発基金（ボリヴィアの 6都市への機材供与の場合）

ボリヴィアの６都市（サンタクルス、エルアルト、オルロ、ポトシ､タリハ､トリニダ）への

供与清掃機材の受入先は地域開発基金（ＦＮＤＲ）であった。ＦＮＤＲは６都市の清掃事業に

関し、次の役割を果たした。

1） 供与機材の有料による所有権移転

2） 民間委託の推進

3） 新料金制度の推進

4） 事業費算定
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〈供与機材の有料による所有権移転〉

コンサルタントの事後評価報告書によれば、ＦＮＤＲは供与機材の所有権を対象都市へ移

転したが、対象都市はそれに対し対価を支払った。対価の額、支払方法は不明である。おそ

らく機材の価値に相当する全額を一定の期間（機材の使用期間と同じ期間）に支払うものと思

われる。ＦＮＤＲはこれにより得た資金を清掃基金にする意向である。

この方法は次の２つの点においてよいと思われる。

a） 機材を利用する都市にとって、機材は無償ではなく、有償である。無償である場合に

比べ機材を有効利用しようとするインセンティブが強く働く。

b） 都市がＦＮＤＲに払う金は清掃基金となり、リボルビング（循環）できる。この基金を

他の都市も利用することが可能になる。

多くの途上国の都市は財務的信用力が十分にないため、商業銀行からの借入れは通常困難

である。ＦＮＤＲの清掃基金から借りられることは、多くの都市にとって清掃機材購入を可

能にする。

都市の自立発展的な財政的、制度的仕組みへの改革についてＦＮＤＲは大きな発言力、影

響力を持っているので、ＦＮＤＲを無償機材受入窓口とすることは効果的である。

（3）民間委託

コンサルタントの報告書によれば、ボリヴィアのＦＮＤＲはいくつかのオプションのなか

から民間委託を最適オプションと考え、その推進を行った。その結果、すべての対象都市は

民間委託を導入した。民間委託はごみ収集量の増加、清掃人員および清掃費用の低減をもた

らした。ラパスでは民間委託前は清掃人員が 1000人であったが、委託後 420人に減った。

６都市はＦＮＤＲの提案に従って、市の清掃公社を設立した。公社の役割は民間委託の管

理、監督、処分場の運転である。

（4）清掃料金徴収方法

ＦＮＤＲは新料金制度導入においても指導的な役割を果たした。新しい料金制度のもとで

は、清掃料金が電気料金の請求書のなかに明示される。清掃料金は電気料金の金額に連動し

て決まる。利用者は清掃料金を電気料金と同時に支払うことになる。

コンサルタントの報告書によれば、ラパスにおける1996年および 1997年の予想清掃料金徴

収率は 93％と高い率である。
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（5）マイクロエンタープライズ

コンサルタント報告書によれば、ＧＴＺの協力により、ラパスにおいて９つのマイクロエ

ンタープライズ（ＭＥ：地域密着型小規模企業）が設立された。ＭＥは都市の周辺部（マージ

ナルエリア：主に貧困層が住む）に対するごみ収集サービスを行う。ＭＥはラパス市（ＥＭＡ

という市の清掃公社）と委託契約を結んでいる。ごみ収集の契約単価は 18ＵＳドル／トンか

ら 19ＵＳドル／トンである。

ＭＥによる都市周辺部のごみ収集サービスはボリヴィア、チリ、ペルーで行われており、ホ

ンデュラスのテグシガルパでもある環境ＮＧＯがカナダ、ペルーのＮＧＯの支援を受けてＭＥ

を導入しようと計画している。

都市周辺部のごみの収集を実現するために、ＭＥはきわめて有力な仕組みである。通常、都

市周辺部でのごみ収集は法的、技術的な問題のため困難な場合が多い。供与機材はこれらの

問題が解決して初めて役立つ。法的問題とは周辺部の居住者が違法土地占拠者であることに

起因した問題である。税金を払っていない違法住民に市は収集サービスを提供する義務はな

いという考えもある。

周辺部が山腹の傾斜地である場合、収集車両がアクセスできないという問題がある。周辺

部でのごみ収集はその地形に合う収集システム（たとえばカートやコンテナを利用）を計画す

る必要がある。

中南米の大きな都市では、周辺部の人口が 10％から 40％にも達する。都市全体の環境衛生

の向上のためにも、周辺部でのごみ収集の実施は重要課題である。しかし、周辺部での収集

制度、システムの確立がなければ、供与機材は生かされにくい。

４－５　効果発現阻害要因

中南米において清掃機材無償供与事業の目指す効果が出ることを阻害する要因のうち、特に注

目すべきことがらは以下のとおりである。

（1）清掃事業のプライオリティーが市長などの市経営の最高責任者の意向により影響を受け

やすい。たとえば、テグシガルパでは供与機材の一部（メンテナンス用機材の大半）が供与

後４年間利用されなかったが、清掃担当者によればその大きな原因は前市長が清掃事業を

重要視していなかったことである。

（2）上位機関の廃棄物行政活動がないこと。本来、国の廃棄物担当機関（保健省など）は清掃

に関して、法律、基準、ガイドラインを作成し、場合によっては清掃事業のモニタリング、

指導を行う必要があるが、中南米においては廃棄物行政はこれからというのが実態である。
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（3）清掃事業に関する発注と入札結果が政治的または行政者の個人的利益誘導策により影響

を受ける場合がある。その結果、競争原理が働かなくなることがある。たとえば、ドミニ

カ共和国のサント・ドミンゴ市の場合、処分場建設を入札を行わずして清掃担当者の関係

する会社に発注することが決まった。公正な入札を経て業者を選定すれば、もっと安い価

格で発注できた可能性がある。

（4）清掃担当者（清掃部長レベル）が市長が変わるたびに変わるので、清掃経験のある担当者

が育ちにくい。

（5）廃棄物管理の経験者が少ない。全米保健機構（ＯＰＳ-ＷＨＯの中南米地域事務所）では、

中南米地域共通のごみ処分技術者の資格認定制度を作ろうとしている。これにより処分技

術者の地位を向上させ、そのことを通じて経験ある処分技術者の育成を促進しようという

狙いである。

（6）援助への依存心

無償機材供与を受けると次回の機材更新も無償供与で行いたいという気持ちが発生する

ことが考えられる。サン・サルヴァドルは２回、リマは３回の清掃機材無償供与を受けて

いるが、２回目以降は供与された機材の更新、スペアパーツの追加供与のために行われた。

援助は相手側の援助の必要性を減らすことを目的としなければならないが、その逆のケー

スも存在する。援助への依存心ができれば、自助努力は減る。
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第５章　教訓と提言

５－１　システムに関する提言

評価結果を踏まえて得られた提言を、今後の環境セクタ－／中南米一般廃棄物の無償案件の発

掘形成、準備、基本設計実施、アフターケアなどに活用することが望まれる。また、本提言は中

南米地域のみではなく、地域特性に配慮は必要であるがアジア、アフリカならびに中近東地域に

おける廃棄物処理の無償案件にも適用されるものと考える。

（1）一般廃棄物処理に関する無償サイクルの課題と改善策

案件形成段階から在外事務所事後評価までの課題と改善策について、概略を時系列的に記

載した。

案件形成段階から在外事務所事後評価までの課題と改善策

ステップ 課　　題 改善点

現地大使館・ＪＩＣＡ事務所 案件形成のための調査体制の ローカルコンサルタントによ

改善 る予備調査実施

企画調査 事前情報の不足 ローカルコンサルタントとの

共同調査実施

プロジェクト形成調査 当該国における環境案件の位 ローカルコンサルタントとの

置づけの確認が不明確 共同調査実施

特定技術調査 基本設計に入る以前に浸出水 ローカルコンサルタントとの

の現状や住民移転の問題点が 共同調査実施

明確でない場合

基本設計調査 予算、人員、機材の運用に関 ローカルコンサルタントとの

する確認が困難 共同調査実施

在外事務所中間評価（新設） 無償事業の実施後に生ずる問 ローカルコンサルタントとの

題点を必要に応じてフォロー 共同調査実施

できる体制の整備

在外事務所事後評価 案件にかかわった専門家の参 ローカルコンサルタントとの

加も望まれる 共同調査実施
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プロジェクト・サイクルの最初の段階から、プロジェクトの形成過程や持続的発展性など

の条件に関する的確な情報を得るために、廃棄物処理の現状に詳しいローカルコンサルタン

トの支援を得ることは、日本側の基本設計調査を補強する意味からも望まれる。

（2）プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）作成に関する課題と改善策

基本設計調査を充実したものとするためにプロジェクトの形成段階から、企画調査員、プ

ロジェクト形成調査団、カウンターパート機関、相手国援助受入窓口機関ならびに現地の

ＪＩＣＡ事務所が合意形成を図りながらＰＤＭを作成していくことが重要である。

1） ＰＤＭ作成に関する課題と改善策

a） ＰＤＭに関する理解の不足

〈相手国側〉

①プロジェクト形成調査団員としてプロジェクト・サイクル・マネージメントＰＣＭの

モデレーターの参加

②ＰＣＭセミナーの実施

〈日本側〉

①プロジェクト形成調査に参加するＪＩＣＡ担当職員に対するＰＣＭ研修実施（初級、中

級、上級）

②廃棄物処理のコンサルタントに対するＰＣＭ研修実施（初級、中級）

b） ＰＤＭ内容の確認と合意形成の不備

（特に相手側の投入部分である人件費、消耗費などの運営予算について）

① ＰＤＭ作成時にカウンターパート機関ならびに援助受入窓口機関と予算権限を有す

る機関の参画（援助受入窓口機関にＪＩＣＡ専門家がいればこのような調整が良好に

進められると考えられる。）

ＰＤＭを作成するにあたっては、プロジェクト・サイクル・マネージメント（ＰＣＭ）

の概念を、日本側ならびに相手国側の廃棄物処理無償案件関係者が知っておくことが

前提となる。このためＰＣＭのセミナーを計画段階でプロジェクト形成調査団などが

現地で実施することが望ましいが、調査団のメンバーがＰＣＭの研修を受けておくこ

とも有効と思われる。

プロジェクトを効果的に運用するために、計画段階でＰＤＭを作成することの重要
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性を認識することが必要である。したがって、双方の人材・資金・機材などの投入内

容と量についての議論をこの計画段階で、時間をかけても無償実施の目的に照らして

十分に行うことこそが、最終的にはプロジェクトを成功に導くものとなる。

この種の議論には相手国のカウンターパート機関と予算担当機関の職員が参加する

ことが不可欠であり、ＰＤＭの作成時に投入が合意された大枠の予算の執行状況をプ

ロジェクト開始後にも在外事務所中間評価の仕組みを新設することにより、問題点を

双方で確認しながら無償プロジェクトを進めることが求められる。

企画調査やプロジェクト形成調査などを通じて得られた結果から、計画段階におい

て相手国の運営費負担や最終処分場の立地条件に関するカウンターパートと予算当局

との折衝が必ずしも十分でないと判断される場合には、基本設計調査団の派遣をしば

らく見合わせる処置も必要である。カウンターパート側の努力を促すとともに、必要

な支援を行うことが望まれる。

（3）コンサルタントに対するＰＣＭ研修の充実

廃棄物処理分野の無償案件を成功に導く要件のひとつが、基本設計調査団を派遣する以前

にどれだけ案件の熟度を高めるかということである。これは、相手国側の関係者と企画調査

員やプロジェクト形成調査団などがＰＤＭを作成していく過程で問題点を議論して、解決策

を見いだす努力を行うことが無償事業を円滑に進めるうえでの基本となるからである。した

がって、プロジェクト形成調査ならびに基本設計調査に参加するコンサルタントに対するＰ

ＣＭの研修を技術協力専門家の養成研修の一環として国際協力総合研修所で実施することが

望ましい。

（4）無償資金協力の仕組みに起因する課題

1） 制度上の柔軟性の欠如

機材の到着がＥ／Ｎ期限の末である場合が多く、大切な機材の運用指導がおろそかにな

りがちである。また、保守を含めた指導などのソフト部分が無償のコンサル業務に含まれ

ない場合も少なくない。また、基本設計調査の結果に基づいて詳細設計調査を実施するに

際して、状況の変化に対応するような設計変更の柔軟性が少なく、特に契約金額の変更は

認められないため現状に合わない場合も生ずる。

2） 基本設計調査の期間が短かすぎるという問題点

通常１カ月程度の期間に、導入機材の数量を決定する重要な要素となるごみ量を的確に

把握することは難しい。開発調査などを通じて地道にごみ量・ごみ質を調べた結果に基づ
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いて、無償案件の形成を行うことが望ましい。場合によっては無償案件形成のための短期

開発調査（たとえば半年程度）を新設することも必要であろう。

５－２　プロジェクト実施上の改善に関する提言

（1）事業成果を生むために必要なインプット（機材以外）を重視する

清掃機材供与はその目的とする清掃事業がうまくいってはじめて成果が出たといえる。一

般に途上国において清掃事業の成果を出すためには、次のインプット（要素）が必要である。

1） 清掃事業主体の最高責任者（市長）の清掃事業への理解（高いプライオリティーを持って

もらうための働きかけ）

2） 清掃事業体制（民間委託、公社化の検討、マイクロエンタープライズの組織化）

3） 清掃事業財源（料金徴収の方針、方法の検討）

4） 効率的な収集システムおよび適正な処分システム

5） 上記システムに合った機材

6） 市民の協力（協力を得るための啓蒙）

無償機材供与を事業成果に結び付けるためには、上記の要素の整備が必要である。

〈例 1：マージナル（周辺地区）でのごみ収集サービス〉

テグシガルパ市に供与された収集機材（車両とコンテナ）は主にマージナルでのごみ収集に

利用される計画であった。しかしマージナルでのごみ収集サービスを導入するためには、機

材の供与だけではなく、次のことがらが必要である。

a） 体制の検討

① 収集責任は誰にあるかを議論する。

i） 収集責任は市が持つと考えるべきべきか、

ii）あるいはマージナルの居住者は土地を不法占拠しており、税金も払っていないの

で収集サービスを提供する義務はないと考えるか。

② 上記 i）、ii）いずれにおいても、市はどんな役割を果たすべきかを検討する。

ひとつの例は、リマなどで成功したと伝えられているマイクロエンタープライズ

（地域密着型小規模ごみ収集会社）の設立、運営を支持するか。

③ マイクロエンタープライズの場合は、資金の最終負担者、費用回収方法、資金調達

方法、を議論する。



- 77 -

④ マイクロエンタープライズの場合は、企業家を募集するための戦略、住民へのアプ

ローチの戦略を考える。

b） 収集システムの検討

マイクロエンタープライズを設立してマージナルエリアの住民にごみ収集サービスを

提供する場合、どんな収集システムがよいか。マージナルエリアが山の斜面にある場合

が多いので、特別なシステムが必要。考えられるオプション例としては、①一輪車によ

る戸口収集、①住民がある収集ポイントまでごみを運搬する（そこにコンテナを置くかど

うかの検討が必要）、③急斜面な場合はすべり台のようなボードを設置することも考えら

れる、③小型焼却設備を利用、などである。

c） 収集サービスの拡大戦略を考える

テグシガルパの人口の40％程度がマージナルエリアに住んでいる。収集サービスエリ

アをどのように拡大するかの戦略が必要である。拡大戦略を考える際は、いろいろな要

素を考慮する必要がある。たとえば、マイクロエンタープライズの企業家のなり手がい

るか、必要な資金の額、資金調達方法、住民の反応など。

d） 機材の選定

最適な収集システムに基づき、それに必要な機材の種類、数量を計画する。

〈例２：衛生埋め立て処分の導入〉

ブルドーザーなどの機材の供与目的は衛生埋め立て処分システムの導入である場合が多い

が、そのためには機材という要素だけでなく、以下の要素が不可欠である。

a） プライオリティーを高める（市行政者が処分場の環境問題を理解し、重視するよう働

きかける）

収集サービスが低下した場合、その結果はすぐに未収集ごみの堆積という形で現れる。

それに対する市民の苦情がすぐに出るのに対し、処分レベルが低くても周辺住民以外は

その事実するわからないので、直接的問題がすぐには出ない。このことから市の行政者

は処分場の環境衛生問題を後回しにしがちである。

基本設計報告書をみる限り、処分機材の無償供与の目的を衛生埋め立ての導入におい

ているケースが多い。しかし衛生埋め立ての実施には、処分場の建設と運転の費用が必

要である。供与の対象となる重機の費用は処分全体費用の 4分の 1程度である（表５－１
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参照）。相手側は機材費の3倍の資金を用意する必要があり、そのためには市長などの市

行政者の理解が不可欠である。

機材の無償供与の目的を衛生埋め立てとする場合、その実施について市長と十分なコ

ミュニケーションをとることが不可欠である。

b） 技術（計画立案、衛生埋め立ての運転技術）

埋め立て技術は高度な技術ではないが、途上国にとっては新しい技術である。数億円

の機材供与を行うのであれば、埋め立て専門家の１年程度の派遣を考えるべきである。

c） 処分場の建設資金と運転資金

途上国における処分機材費、処分場建設費、処分場運転費の典型的な比率は１：１：２

である。

（備考）

一方、ごみ収集の場合、途上国における典型的な同比率（収集機材費の収集全体費用に

対する比率）は 20～ 25％である。

（2）従来の基本設計に加えて清掃事業実施調査を行う

この提案は提案（1）を実現するための提案である。

1） 清掃事業実施上のクリティカルな部分の手当て

事業成果を重視するならば、事業実施上のクリティカルな部分を集中的に手当てする必

要がある。従来の基本設計に代わって清掃事業実施調査を行うことを提案する。この調査

は、次の２つの段階の調査Ａ、Ｂより構成される。

Ａ調査：清掃事業実施案作成と合意のための調査

① 事業体制検討（民間委託、公社化、マイクロエンタープライズの組織化計画）

② 財源確保案の検討（コストリカバリーの方針と具体的方法）

③ 収集システムと処分システム（従来型でないシステムが必要なケースに行う）

④ 相手側責任者（市長など）とのコミュニケーション

Ｂ調査：制度的改善事業のフォロー調査

⑤ 制度的改善の進捗状況の把握

⑥ 改善推進のためのコーディネーション、アドバイス

⑦ トレーニングニーズの把握
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2） 自立発展のてことしての機材無償供与

Ａ調査とＢ調査が連続的に行えるよう相手側と合意することが望ましい。一般的には相

手側にとって制度的改善の実施は市長レベルでの決断が必要で簡単にはできないが、清掃

機材の無償供与を前提とすれば可能性が非常に高まる。

無償資金はパワフルな援助方法であるが、一歩間違えば、相手側の自立発展性を阻害す

る危険もある。自立発展性を担保するものは機材ではなく、適切な制度（法制度、組織制度、

財政制度）である。それゆえ、無償資金協力が途上国の制度を自立発展的なものに変えてい

くための強力なてこになるという側面をもっと重視すべきではないだろうか。

従来の基本設計調査では機材の種類と数量を、要請内容に照らし合わせて検証すること

に重きがおかれている。機材の種類と数量の検討は清掃事業の成果を担保するための必要

条件のひとつであるが、十分条件からはほど遠い。しかも基本設計における検討の結果は

要請内容と大差ない場合が多い。このような数量検討中心の調査は付加価値が高いとはい

えない。要請が現地サイドから出る場合、機材のニーズは経験的に判断されるが、それが

理論的に判断されたものに比べ劣ることは実証されていない。短い調査期間の限られたリ

ソースを機材の数量検討に費やすのではなく、もっとクリティカルな部分の検討に努力を

投入すべきである。

基本設計は本来事業の妥当性の検証（妥当か否かの検討ではなく妥当になるような事業形

態の検討）がされた後の段階の調査であり、機材供与の目的とする清掃事業の成果を担保す

るための調査ではない。

3） 調査規模

この調査は４人の清掃専門家（都市経営、財源、収集、処分）が必要である。期間はＡ調

査、Ｂ調査それぞれ約１年程度必要である。Ｂ調査では都市経営、財源の専門家が中心と

なる。

4） Ａ調査について

a） 調査のアウトプット

この調査の最終アウトプットは計画立案ではなく、相手側が実践すべきことがら、実

践方法およびの行動日程について相手側のコミットメントを得ることである。

b） 都市経営、目標設定、ＰＤＭ作成の重視

従来の調査は目標を達成する技術的手段の検討に重きがおかれていたが、提案する調
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査は都市経営の一部としての清掃事業、清掃事業の妥当な目標設定、現実的な目標達成

測定方法の検討を重視する。ＰＤＭなどの手法を積極的に用いて、事業目的、事業評価

の方法、評価測定に使用するインディケーターなどについて相手側と協議する。従来の

開発調査は総合性が重視されていたが、この調査は実践性、戦略的アプローチを重視す

る。

c） ガイドラインの利用

調査の効率をあげるために、清掃事業のいくつかの側面、たとえば、埋め立て処分方

法、収集方法、料金徴収方法、に関するガイドラインを利用する。そのためＪＩＣＡは

コンサルタントが利用できるガイドラインを作成する必要がある。ここで提案するガイ

ドラインは実践面および事例を重視したものである。ガイドライン作成にあたっては、

ＪＩＣＡ国際総合研修所が作成した「開発途上国廃棄物管理の改善手法」（1993年 11月）

なども参考にできる。

d） 他の都市への普及のためのモデルになることを重視する

この調査および機材供与によって導かれる清掃事業が成功するための要点が他の都市

にも伝わるように成功ポイントの意識的学習と成功事業のモデル化を重視すべきである。

5） Ｂ調査について

a） 制度改善の実施をモニタリングし、指導する

この調査はＡ調査で合意された内容を相手側が実践するのをモニタリング、確認、推

進、指導するための調査である。またこの期間中に相手側スタッフのトレーニングニー

ズも把握する。

（4）一次的機材供与先として都市開発基金（銀行）を利用する

ボリヴィア 6都市への清掃機材の一次的供与先は都市開発基金（ＦＮＤＲ）であった。６都

市はＦＮＤＲから有料で所有権の移転を受けていた。ＦＮＤＲは新料金制度、民間委託の導

入を提案し、６都市はこれを受け入れ、実行した。６都市が支払う金（機材使用期間中に機材

価値分を払う仕組みのようである）を、ＦＮＤＲはリボルビング清掃基金とする計画である。

ＦＮＤＲは清掃事業に必要な投資資金として都市に貸し付ける。

ＦＮＤＲのような都市開発銀行を無償機材受入先として利用することは大きなメリットが

ある。
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1） 対象都市はＦＮＤＲの制度的改善提案を受け入れる可能性が高い

一般的に途上国の都市は、商業銀行からの資金借入れが困難であるので、都市開発銀行

（都市のインフラ整備を目的として都市に貸し付ける国の銀行）を主要な借入先として頼る

場合が多い。したがって都市開発銀行は都市に対し大きな影響力、発言力を持っている。

2） 資金がリボルビング（永久的回転）する

都市は都市開発銀行から受領する機材に対し機材価値相当分（利子は取らないと思われ

る）を機材使用期間にわたり支払うので、都市開発銀行はこの資金を清掃リボルビング基金

として活用することができる。この基金はリボルビングして永久的に利用でき、多くの都

市の清掃事業の向上に役立つ。

3） 機材を大事にフルに活用するインセンティブを都市に与える

機材は有料であるということは、機材を大事にフルに活用するインセンティブを都市に

与える。

（備考）

① 機材がエンドユーザーにとり有料になれば、無償の趣旨が実現できないのではという

懸念が予想される。しかし、途上国の都市にとっては投資ためのクレジット（ローン）を

得ること自体が容易ではないというのが実状である。それゆえ、無利子または低金利で

ローンが得られることは大きなメリットである。

② ボリヴィアの場合、機材はＦＮＤＲから都市に移管され、都市は民間委託会社に有料

で貸し出した。その際、民間会社は機材の価値の 30％に相当する銀行保証を市のために

積む。民間委託会社はごみ収集サービスに対する対価を市から得て、そのなかから機材

レンタル費を市に支払う。

4） 都市開発銀行の高い事務能力、指導能力が活用できる

一般的に都市開発銀行のスタッフの能力は高い。ボリヴィアの場合、ＦＮＤＲが６都市

の清掃事業予算を作成した。また都市開発銀行は世界銀行などの国際的開発金融機関から

融資とアドバイスを受けることが多く国際的な援助コミュニティーとも通じている。

（5）案件選定に関するガイドラインを作成する

無償資金協力の年間予算は 1400億円程度あり、件数は年間 150件以上である。無償資金協

力の有効性を高めるために無償資金協力に関するガイドラインを策定すべきである。ガイド

ラインは次の内容を持つ。
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ガイドラインＡ（全セクター共通）

1. 無償資金協力の目的（方針）

2. 無償資金協力対象案件選定基準（全セクター共通）

3. 無償資金協力の手続き

4. サプライヤーおよびコンサルタント選定手続き

5. 無償資金協力事後評価方法

ガイドラインＢ（セクター別）

清掃セクターのガイドラインは次の構成が考えられる。

B1. 清掃セクターガイドライン

1. 協力方針

2. 清掃セクターの内容と性格

3. 案件事前スクリーニングのガイドライン

4. 供与前の調査に関するガイドライン

a. 調査目的

b. 調査方法

c. 調査の成果

5. 機材供与に関するガイドライン

6. 事後のモニタリングと評価に関するガイドライン

7. 効果的な無償資金協力のキーポイント（整理）

別添：これまでの無償資金協力実績

このガイドラインは公開することが望ましい。

〈ガイドラインの必要性〉

ガイドラインの必要性は現在の無償資金協力の規模、趣旨からみても理解できることである。

ガイドラインはまた無償資金にかかわるさまざまな問題や矛盾に対する解答と指針を与えるも

のである。清掃分野では、たとえば次のような問題、疑問がある。

・ 同一国に何度も機材供与を行うことをどう考えるか

・ 同じ財政規模の都市でも清掃に十分な予算を割いている都市、そうでない都市があるが、

機材供与はどういう基準で行うべきか
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・ 民間委託化にどう対応するべきか

・ 目的の達成度をどのような方法で評価すべきか

・ 清掃事業における自立発展性とは何か、それにどう対応すべきか

適切なガイドラインは上記のような問題に解答や指針を与える。無償資金の担当者にとって

役立つばかりでなく、援助の質、効率の向上に寄与する。

（6）現地のニーズにより合ったスペアパーツが選択できるシステムにする

供与された機材が現実的にはスペアパーツ不足により長期の稼働停止を強いられる場合が

多い。スペアパーツの選定の段階で現地ニーズに適合したものを含めることはもちろん必要

であるが、もうひとつの方法は、供与時には必要なスペアパーツの半分または３分の１程度

を現物で引き渡し、残りは銀行などに預け、相手側が必要なときに購入できるようにする。こ

のような仕組みにより無駄を少なくし、ニーズに合ったスペアパーツを調達できる。

（7）相手側の報告を要請する（制度化する）

供与機材の事後の利用状況などを相手側は報告すべきである。このような報告は事後のモ

ニタリング、評価に役立つだけではなく、相手側自身が問題を意識化するのに役立つ。

カウンターパートの報告義務リスト（例）

1） 機材の利用実績および利用の目的とする事業（収集、処分）の実績の年次報告

（ＪＩＣＡは報告書の様式をあらかじめ作成する）（中央政府の監督省への提出も求める）

2） 利用が困難な機材、修理が困難な機材に関する報告

3） 機材買い替えの計画（資金計画を含む）（供与後１年以内に作成する）

4） 使用期間終了後の機材破棄に関する報告
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1　事後評価調査質問票

2　ローカルコンサルタント報告書

　（1）　ドミニカ共和国ローカルコンサルタント報告書

　（2）　ホンデュラス国ローカルコンサルタント報告書
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